
（平成２２年１１月４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 43 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 32 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 75 件

国民年金関係 35 件

厚生年金関係 40 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 4598 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年６月から 60 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 58年４月から 59年３月まで 

② 昭和 59年６月から 60年３月まで 

私は、昭和 58 年４月に区役所で、転居手続等と一緒に国民年金の加入手

続を行ったと思う。 

加入当初は、自宅近くの金融機関で納付書により国民年金保険料を納付

し、その後、いつかは憶
おぼ

えていないが、同金融機関で口座振替により保険

料を納付していたはずである。 

私は、申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、国民年金加入当初、国民年金保険料を納付書により納付し、

その後、口座振替により納付するようになったと述べている。確かに、オ

ンライン記録によると、当初の納付書による納付から、昭和 61 年 12 月以

降、口座振替による納付に切り替わっていると考えられることから、申立

内容とおおむね一致する上、申立期間②後の保険料をすべて納付し、平成

３年６月からは国民年金基金にも加入しているなど、保険料の納付意識が

高かったものと認められる。 

    また、申立人は、昭和 58 年４月に国民年金の加入手続を行ったと述べて

いるが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の資格

取得日から、加入手続時期は 60 年４月と推認され、申立内容とは相違がみ

られるものの、申立期間②の国民年金保険料は、同年同月時点では現年度

納付することが可能な期間であり、59 年４月及び同年５月の保険料を納付



 

  

している事実を踏まえると、10 か月と短期間である当該期間の保険料を納

付していたと考えても特段不合理ではない。 

 

  ２ 一方、申立期間①については、上記のとおり、申立内容で述べている国

民年金の加入手続時期と推認される同手続時期が相違し、申立人自身も当

時の記憶が曖昧
あいまい

であると述べているなど、当該期間の国民年金保険料を納

付していた事情はうかがえない。 

    また、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 59 年６月から 60 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4599 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年１月から 42 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年３月から 42年３月まで 

私は、20 歳のころ、既に国民年金に加入していた前夫の国民年金保険料

を徴収するために訪ねてきた集金人から、自営業の人は強制だから加入す

るようにと言われたため、国民年金に加入した。手続については、集金人

が行ってくれたと思う。 

国民年金保険料については、私が加入してから夫婦二人分を集金人へ納

付していた。申立期間当時、前夫と店先で接客することもあったが、店舗

とは別棟の自宅で育児に追われていた私に代わって、前夫が納付してくれ

たこともあった。 

きちんと納付していたはずなのに、申立期間の国民年金保険料が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の前夫の国民年金保険料を徴収するために訪れた集金人の勧めに

より、国民年金に加入し、保険料を集金人に納付していたとする申立人の

主張については、申立人が申立期間当時、居住していた市では、集金人制

度が存在していたことが確認でき、集金人が保険料の徴収時に併せて、国

民年金の未加入者に加入を勧めることは自然であると考えられること、及

びその前夫は、申立人が夫婦二人分の保険料を集金人に納付していたと証

言していることから、不自然さは見当たらない。 

    また、申立人が国民年金の加入手続を行った時期は、申立人に付与され

た国民年金手帳記号番号に近い番号の任意加入被保険者の加入状況等から

昭和 42 年４月以降と推認でき、同年同月時点においては、申立期間のうち、



 

  

40 年１月から 41 年３月までの過年度保険料及び同年４月から 42 年３月ま

での現年度保険料を納付することが可能であったことに加え、申立期間当

時、申立人が居住していた市では、本来収納することとはされていなかっ

た過年度保険料を国民年金被保険者の代行として預かっていた事例が見ら

れることなどから、40 年１月から 41 年３月までの過年度保険料について

も、申立人が主張するように集金人を通して納付していたと考えても不自

然ではない。 

    さらに、申立人は、申立期間後、約 37 年間の国民年金加入期間の国民年

金保険料をすべて納付していることから、加入手続後においては、保険料

の納付意欲が高かったものと認められる。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 39 年３月から同年 12 月までの期間につい

て、上記１で述べたとおり、申立人の国民年金の加入手続は、42 年４月以

降に行われたと推認でき、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる形跡が見当たらないことから、時効により国

民年金保険料を納付することができなかった期間であると考えられる。 

    また、申立人が、申立期間のうち、昭和 39 年３月から同年 12 月までの

期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 40 年１月から 42 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4600 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年 10 月から 60 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月から 60年３月まで 

私は、会社を退職して半年ぐらい経過した昭和 58 年３月ごろに、取引の

ある金融機関の職員から、今なら厚生年金保険加入期間と間を空けずに国

民年金に加入できると聞き、私の妻が市役所の分室で国民年金の加入手続

を行った。 

国民年金保険料については、加入当初に可能な限りさかのぼって納付し

た記憶があるが、何か月分かは憶
おぼ

えておらず、申立期間の一部は納付でき

なかったことしか思い出せない。 

また、金融機関を通じて国民年金保険料の口座振替納付を申し込んだこ

とを示す納付金口座振替納付書送付依頼書(控)を所持している。申立期間

の保険料について未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、加入当初に国民年金保険料を可能な限りさかのぼって納付し

たとしているが、申立人が国民年金の加入手続を行った時期は、申立人に

付与された国民年金手帳記号番号に近い番号が付与された任意加入被保険

者の加入状況等から、昭和 60 年 11 月ごろと推認できることに加え、申立

人が申立期間当時居住していた市では、過年度納付用の納付書を社会保険

事務所（当時）から預かっており、希望に応じて分割納付が可能な納付書

も発行できたことが確認できることから、申立人は、申立期間のうち、そ

の時点で納付可能な 58年 10月から 60年３月までの保険料をさかのぼって

納付したと考えても不自然ではなく、申立期間の保険料の一部については

納付することができなかったと述べていることとも矛盾しない。 



 

  

    また、申立人は、申立期間後、16 年にわたる国民年金加入期間の国民年

金保険料をすべて納付していることから、加入手続後においては、保険料

の納付意欲が高かったものと認められる。 

 

  ２ 一方、申立人は、昭和 58 年３月ごろに国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料を納付してきたとしている。しかし、前述のとおり、

申立人が国民年金の加入手続を行った時期は、60 年 11 月ごろと推認でき、

申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡が

見当たらないことから、申立人は、同年 10 月以前に国民年金に加入手続を

行っていたとは考えにくく、申立期間のうち、57 年 10 月から 58 年９月ま

での期間の保険料については、時効により納付することができなかったも

のと考えられる。 

    また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、口座振替により

納付したことを示す書類として、昭和 57年 12月８日付け及び 61 年４月１

日付けで取引先の金融機関を通じて申し込んだとする当時居住していた市

の納付金口座振替納付書送付依頼書(控)のコピー２通を当委員会に提出し

ている。しかし、57 年 12 月８日付けの当該依頼書については、国民年金

保険料の欄に記載があるが、国民年金手帳記号番号は二重線で抹消されて

おり、当該番号は申立人の妻のものであることを踏まえると、申立人が申

立期間の保険料の口座振替納付をしたことを示す書類とは考えられない。 

    もう一方の昭和 61 年４月１日付け納付金口座振替納付書送付依頼書

（控）については、その記載内容からみて、正式な依頼書の控えと推認さ

れ、申立人は、当該依頼書により国民年金保険料の口座振替納付を始めた

と考えるのが自然である。 

    さらに、申立人が、申立期間のうち、昭和 57年 10月から 58年９月まで

の期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 58年 10月から 60年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4601 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年 11 月から平成元年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年 11月から平成元年３月まで 

私の母親は、私が 20 歳になったときに、区役所で私の国民年金の加入手

続を行った。申立期間の国民年金保険料は、私の母親が、母親自身と私の

分を一緒に納付書により金融機関で納付していた。母親の家計簿には、当

時、二人分の保険料を納付していた記録が残っており、申立期間の保険料

が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になったときに、その母親が区役所で国民年金の加入手続

を行い、申立期間の国民年金保険料についても、その母親が、母親自身と申

立人の分を一緒に納付書により金融機関で納付していたと主張しているとこ

ろ、その母親は、申立期間の保険料を自分自身の分と一緒に納付していたと

証言している上、その母親が所持する昭和 60 年 12 月から平成元年 12 月ま

での家計簿には、申立期間の各月に保険料として二人分の金額が記載されて

いることが確認でき、申立期間当時の申立人の家族の状況等をみると、申立

人とその母親以外に保険料を納付していた者はいなかったと考えられること

から、当該家計簿に記載された保険料は、申立人及びその母親の申立期間の

保険料であったと考えるのが相当であり、申立人の母親は申立人が 20 歳に

達したころ、申立人の加入手続を行ったものと考えられる。 

   また、申立人の母親の家計簿には、昭和 60 年 12 月から 61 年３月までの期

間について、２か月ごとに二人分の国民年金保険料を納付した記載があり、

当時、申立人の居住していた市では、２か月単位で保険料を収納していたこ

とが確認できることから、母親の家計簿の記載内容には信 憑
ぴょう

性が認められ



 

  

る。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料

を一緒に納付していたとする申立人の母親は、申立期間の保険料が納付済み

とされている上、昭和 43 年６月に国民年金に任意加入し、国民年金加入期

間の保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意識は高かったも

のと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4602 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年６月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年６月から 52年３月まで 

私は、昭和 49 年６月に勤務先を退職した後に、区役所で国民年金の加入

手続を行い、加入手続後の国民年金保険料については、納付書により自宅

近くの郵便局で納付していた。被用者年金の被保険者ではなくなったこと

から、国民年金の加入手続を行った後、未納が無いように保険料を納付し

ていたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年６月に勤務先を退職し、被用者年金の被保険者ではな

くなったことから、国民年金の加入手続を行った後、未納が無いように国民

年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人の国民年金への加

入動機は明確である上、申立人の国民年金手帳記号番号は申立期間当時には

既に払い出されていたことが確認できることから、申立人の主張に特段不合

理な点は無く、加入手続を行ったにもかかわらず保険料を全く納付しなかっ

たとするのは不自然である。 

   また、申立期間の国民年金保険料について、納付書により郵便局で納付し

ていたと主張しているところ、申立人が保険料を納付していたとする郵便局

は当時実在し、保険料の収納事務を行っていたことが確認できる上、申立人

が納付していたとする保険料額は、申立期間当時の保険料額とおおむね一致

していることから、申立人の主張には信憑
ぴょう

性が認められる。 

   さらに、申立人は、申立期間後の国民年金保険料を 60 歳に到達するまです

べて納付していることから、保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4603 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年７月から 41 年３月までの期間及び 49 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 40年７月から 41年３月まで 

② 昭和 49年１月から同年３月まで 

私は、20 歳になったころは国民年金に加入していなかったが、自宅に来

ていた集金人に国民年金への加入を勧められ、昭和 42 年ごろに町役場で国

民年金の加入手続を行った。その際に、窓口で未納期間の国民年金保険料

の金額と月数を計算してもらい、町役場の窓口又は金融機関で、さかのぼ

ってまとめて申立期間①の保険料を納付した。 

また、申立期間②については、口座振替により国民年金保険料を納付し

ていた。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①の国民年金保険料について、国民年金加入手続後に

町役場の窓口又は金融機関でさかのぼってまとめて納付したと主張している

ところ、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 42 年８月に払い出されてい

ることが確認でき、その時点では申立期間①の保険料は過年度納付により納

付することが可能であったことから、申立内容に特段不合理な点は認められ

ない。 

   また、申立期間②について、申立期間②前後の期間の国民年金保険料は納

付済みとされており、その前後を通じて、申立人及びその夫の住所や仕事に

変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないことから、途中の申立期

間①及び②の保険料が未納とされているのは不自然である。 



 

  

   さらに、申立人は、申立期間①及び②後の国民年金保険料をすべて納付し

ている上、国民年金に任意加入しているなど、保険料の納付意欲は高かった

ものと認められるとともに、申立期間①及び②は、それぞれ９か月及び３か

月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4604 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年４月から 54 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 49年８月から 50年７月まで 

② 昭和 53年４月から 54年３月まで 

私は、昭和 47年８月、区役所で国民年金の任意加入手続を行った。 

申立期間①及び②の国民年金保険料については、私が納付していたが、

保険料の月額及び納付場所の記憶は無い。未納が無いように納付してきた

はずなので、申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、当該期間の前後の国民年金保険料を納

付しており、その前後を通じて、申立人の住所やその夫の職業に変更は無

く、経済状況に特段の変化は認められないことから、保険料を納付するの

が困難であったとは考えにくく、12 か月と短期間である申立期間②の保険

料を納付していたと考えるのが自然である。 

    また、申立人は、昭和 47 年８月に国民年金に任意加入してから、申立期

間①及び②を除き、国民年金保険料をすべて納付している上、前納により

保険料を納付している時期もあること、及びその後の種別変更手続等を適

切に行っていることから、保険料の納付意識は高かったと認められる。 

 

  ２ 一方、申立人が所持している年金手帳及び特殊台帳には、申立期間①を

含む昭和 48年 11月から 50年８月まで居住していた区の記載が無いこと、

申立人は、48 年 11 月に転居先の区で国民年金の住所変更手続を行ったと

いう記憶が曖昧
あいまい

であること、及びその後の 50 年８月に転居先の市で申立人



 

  

が同年同月から 51 年７月までの国民年金保険料を前納により納付した時点

においては、転居前の区を管轄する社会保険事務所（当時）から転居先の

市を管轄する社会保険事務所への台帳移管が 53 年２月となっており、同市

が、申立期間①の保険料の納付状況を的確に把握できなかったため、申立

人に対して保険料の納付書が送付されなかった可能性が高く、当該期間の

保険料を納付することができなかったと考えるのが自然である。 

    ちなみに、申立期間①直前の昭和 49 年５月から同年７月までの期間につ

いて、特殊台帳から、申立人は、48 年８月に国民年金保険料を１年前納に

より納付していることが確認できる。しかし、同年同月から 49 年７月まで

の前納した保険料については、同年１月から、保険料月額が 550 円から

900 円へ改定となったことに伴い、前納により納付した保険料のうち、同

年１月から同年７月までの保険料については、同年１月から同年４月まで

の保険料として充当されることになり、同年５月から同年７月までの３か

月分の保険料については、新たに追加納付をすることが必要となったもの

の、追加納付がされないまま消滅時効を迎え、「みなし免除」とされてい

る。このことも上述のとおり、申立人の住所記録が把握されていなかった

ためと考えられる。 

    また、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間①の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4605 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年１月から 53 年３月までの期間、61 年１月から同年３月

までの期間、平成３年４月から４年３月までの期間及び５年４月から６年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 52年１月から 53年３月まで 

② 昭和 61年１月から同年３月まで 

③ 平成３年４月から４年３月まで 

④ 平成５年４月から６年３月まで 

私は、昭和 54 年ごろ転居した際に、市役所の職員に指導されて、国民年

金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金保険料については、私が、

未納となっていた保険料をさかのぼれる分だけまとめて納付した。その後、

56 年 11 月に結婚してから平成７年ごろまでは、私の妻が取引先の金融機

関で保険料を納付していたにもかかわらず、申立期間①、②、③及び④の

保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、昭和 54 年ごろに国民年金の加入手続を

行い、未納となっていた国民年金保険料をさかのぼれる分だけまとめて納

付したと主張しているところ、申立人の加入手続が行われた時期は、申立

人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の資格取得日から、

同年２月ごろと推認でき、その時点では申立期間①の保険料については過

年度納付により納付することは可能であった上、納付済みとされている申

立期間①直後の 53 年４月以降の保険料額よりも安価であるとともに、申立

期間①は 15 か月と比較的短期間であることから、申立人が申立期間①の保

険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

    また、申立人の国民年金保険料の納付記録について、申立期間①直後の



 

  

昭和 53 年４月から 57 年３月までの保険料は、当初未納とされていたが、

平成 19 年 11 月に記録訂正により納付済みとされたことが確認できること

から、行政側の記録管理が適切に行われていなかったことがうかがえる。 

 

  ２ 申立期間②、③及び④の国民年金保険料について、申立人は、その妻が、

取引先の金融機関で納付していたと主張しているところ、その妻が保険料

を納付していたとする金融機関は当時実在し、保険料を収納していたこと

が確認できる上、その妻は、「私は、夫（申立人）の保険料を平成７年ご

ろまでは未納が無いように納付していた。」旨証言している。 

    また、申立期間②、③及び④の前後の期間の国民年金保険料はそれぞれ

納付済みとなっており、その前後を通じて申立人及びその妻の住所や仕事

に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められない上、申立期間②、③

及び④は、それぞれ３か月、12 か月及び 12 か月と短期間であることから、

途中の申立期間②、③及び④の保険料が未納とされているのは不自然であ

る。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4606 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年４月まで 

私は、国民年金制度が創設された当時、勤務していた会社の社長の妻に

勧められ、会社の同僚と一緒に国民年金に加入することにした。国民年金

保険料の納付については、会社に集金人が来た際、１か月 100 円を納付し

ていた。申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度創設当時、会社の社長の妻から勧められて国民年

金に加入し、同僚と一緒に国民年金保険料を納付していたと主張していると

ころ、オンラインシステムに申立人のものと思われる別の国民年金手帳記号

番号が払い出されていることが判明し、その手帳記号番号のオンライン記録

では、昭和 35 年 10 月に国民年金被保険者資格を取得している上、その手帳

記号番号の前後の番号の被保険者は、当時勤務していた会社の社長及び同僚

であることが確認でき、それぞれ 36 年４月から保険料が納付済みとなって

いることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人の被保険者台帳に記載されている氏名が誤記載されており、

オンライン記録によると、平成 10 年５月に氏名が訂正されていることが確

認できることから、行政側の記録管理が適切に行われていなかった可能性が

ある。 

   さらに、申立人が納付したと主張する国民年金保険料額は、申立期間当時、

実際に納付した場合の金額と一致している上、申立期間後に未納は無く、申

立期間は１回、かつ 13か月と比較的短期間である。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4607 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 49年３月まで 

私は、昭和 43 年に自営業を始めたので、諸手続のために区役所へ行った

際に、区役所の職員から国民年金の加入に関する書類をもらったので、国

民年金の加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料については、妻が夫婦二人分を納付していた

はずである。妻は申立期間の保険料が納付済みとなっているにもかかわら

ず、私のみ申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたと主張し

ているところ、申立人の保険料を納付していたとするその妻は、「国民年金

は将来の生活に大切であると考えていたので、とにかく未納が無いように夫

婦二人分の保険料を納付していた。」旨証言しており、その妻は、国民年金

加入期間の保険料を完納していることから、保険料の納付意識は高かったも

のと認められる。 

   また、申立人の国民年金被保険者台帳管理簿及び国民年金被保険者台帳に

は、申立人の氏名の誤記載が散見される上、申立期間に近接する昭和 50 年

４月から 51 年３月までの国民年金保険料については、当初未納とされてい

たが、申立人が居住していた区が保管する国民年金被保険者名簿により平成

21 年に未納から納付済みに訂正されていることから、行政側の記録管理が適

切に行われていなかった可能性があるとともに、申立期間は１回、かつ 12

か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年



 

  

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4608 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年８月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年８月から 58年３月まで 

私は、昭和 52 年 11 月に、区役所で国民年金の加入手続を行った。国民

年金保険料については、区役所の窓口又は郵便局で、納付書により２か月

ごとに、１万 1,000 円ぐらいを納付していたにもかかわらず、申立期間の

保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、区役所又は郵便局で、２

か月ごとに１万 1,000 円ぐらいを納付していたと主張しているところ、申立

人が保険料を納付していたとする郵便局は、申立期間当時実在し、保険料を

収納していたことが確認できる上、その保険料額は、実際に納付した場合の

保険料額とおおむね一致するとともに、申立人が当時居住していた区では、

２か月単位で保険料の収納が行われていたことが確認できることから、申立

内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の国民年金保険料をす

べて納付している上、前納制度を利用するなど、保険料の納付意識は高かっ

たものと認められるとともに、申立期間は１回、かつ８か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4337 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 19 年２月６日に船員保険被保険者の資格を取

得し、21 年４月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当

時）に対し行ったことが認められることから、申立人の船舶所有者Ａ氏に

おける船員保険被保険者の資格取得日に係る記録を 19 年２月６日に、同

資格の喪失日に係る記録を 21 年４月１日に訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 19 年２月から 20 年３

月までは 75 円、同年４月から 21 年３月までは 140 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18 年６月ごろから 21 年４月１日まで 

    私は、昭和 18 年４月からＧ所に勤務していたが、父親が病気になっ

たので退職し、同年６月ごろにＣ市に事務所があったＢ社に入社した。

申立期間が船員保険の被保険者期間として欠落しているとのことだが、

船舶Ｆ（船舶所有者がＡ氏からＢ社に変更。）に乗り、Ｄ地区でＨ商品

を積みＥ地区まで運搬していたので、船員保険料は控除されていたはず

であり、納得がいかないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 19 年２月６日から 21 年４月１日までの期間につ

いて、申立人に係る船員保険被保険者臺帳（旧台帳）において、申立人は、

Ａ氏所有の船舶Ｆにおいて 19 年２月６日に船員保険被保険者の資格を取

得している旨の記載が確認できる。 

   また、上記の被保険者臺帳には、資格喪失日の記載が無く、Ａ氏に係る

船員保険被保険者名簿が見当たらないことから、社会保険庁（当時）にお

いて、申立人の記録管理が適正に行われていたとは考え難い。 

   さらに、申立人は、申立期間及びその後の期間においても、Ｄ地区でＨ

商品を積みＥ地区まで船舶Ｆで運搬していたとしているところ、申立人は



  

昭和 21 年４月１日にＢ社所有の船舶Ｆにおいて船員保険被保険者の資格

を取得していることがオンライン記録から確認できることから、申立人の

主張には信ぴょう性があり、申立人が当該期間にＡ氏所有の船舶Ｆに乗っ

ていたことが認められる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 19 年２月６日

に船員保険被保険者資格を取得し、21 年４月１日に同資格を喪失した旨

の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る船員保険被保

険者臺帳（旧台帳）から、昭和 19 年２月から 20 年３月までは 75 円、同

年４月から 21 年３月までは 140 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 18 年６月ごろから 19 年２月６日までの期

間について、申立人は、船員手帳を所持していないため、当該期間に船舶

Ｆに乗っていたことが確認できない上、当該期間における船長及び同僚を

記憶していないため、勤務実態についての供述が得られない。 

   また、船舶所有者のＡ氏の連絡先が不明であるため、当該期間に係る勤

務実態及び保険料控除についての供述が得られない上、Ｂ社は、「保管す

る船員名簿及び船員保険被保険者票を調べたが、申立人の記録は確認がで

きなかったとしており、勤務実態及び保険料控除は不明である。」と回答

している。 

   さらに、上記被保険者臺帳によると、申立人は、Ａ氏所有の船舶Ｆにお

いて昭和 19 年２月６日に船員保険被保険者の資格を取得しており、それ

以前の船員保険の被保険者記録は無い。 

   このほか、申立人は、当該期間に係る船員保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料を保

管しておらず、申立人の当該期間における保険料の控除をうかがわせる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が船員保険の被保険者として当該

期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4338 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 21 年 12 月１日から 23 年８月 15 日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格の取得日に係る記録を 21 年 12 月１日に、同資格の喪失日に係る記録を

23 年８月 15 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 600 円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないものと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年 12 月１日から 23 年８月 15 日まで 

             ② 昭和 23 年８月 15 日から 24 年 10 月１日まで 

             ③ 昭和 24 年 10 月１日から 25 日８月１日まで 

    私は、昭和 21 年 12 月１日から 25 年７月 31 日までＡ社、Ｂ社及びＣ

社に継続して勤務していたが、この期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間に係る勤務辞令及びその後に勤務したＤ社の人事経歴書

(申立期間の勤務経歴が記載されている)を保管しているので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の勤務に係る詳細な記憶、申立人が保管す

るＤ社の人事経歴書及びＥ社の人事経歴書から、申立人が当該期間に継続

してＡ社に勤務していたことが推認できる。 

   また、申立人の記憶及び同僚の証言によるＡ社の従業員数と同社に係る

健康保険労働者年金保険被保険者名簿上の被保険者数がおおむね一致する

上、同僚による「勤務していた人の全員が本採用で厚生年金保険に加入し

ていた。臨時職員はいなかった。」旨の証言から、当時、同社のほぼすべ

ての従業員が厚生年金保険に加入していたと考えられる。 



  

   さらに、上記の被保険者名簿には証言のあった同僚の氏名及び申立人が

記憶する上司の氏名が有る。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として当

該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたもの

と認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人が保管するＤ社の人

事経歴書から、600 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は所在が不明であり、照会することはできないが、仮に、

事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、そ

の後被保険者資格の喪失届も提出されているものと思われるところ、いず

れの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しておらず、

これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事

務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 21 年 12 月から 23 年７月までの保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間②及び③について、申立人の勤務に係る詳細な記憶、勤

務辞令、Ｄ社の人事経歴書及びＥ社の人事経歴書から、申立人が当該期間

にＢ社及びＣ社に継続して勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録により、Ｂ社及びＣ社は、当該期間において厚

生年金保険の適用事業所になっていないことが確認できる。 

   また、Ｂ社及びＣ社に勤務していた同僚の所在が確認できず、申立人の

当時の勤務実態について証言を得ることができない。 

   さらに、Ｆ社から、申立人は現事業所の前身であるＧ社の合併前の退職

者であることから、当時の資料が無く不明との回答を得た。 

   加えて、申立人は、当該期間における厚生年金保険料を給与から控除さ

れていたことを示す給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、申

立人の当該期間に係る保険料控除をうかがえる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②及び③に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4339 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 30 年 12 月１日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、31 年９月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、１万 2,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年 12 月１日から 31 年９月１日まで 

    私の被保険者記録照会回答票では、昭和 30 年 12 月１日から 31 年８

月 31 日までＡ社で働いた９か月間の被保険者記録が欠落している。私

の記憶では、当該期間中に失業をしたことは無いので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社

Ｂ支店に勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に

よると、同社Ｂ支店が厚生年金保険の適用事業所となった日（以下「新適

日」という。）は昭和 30 年 12 月１日と記載されており、同日に申立人を

含む 31 名が被保険者資格を取得していることが確認できる。 

   しかしながら、上記の 31 名のうち、申立人を含む９名は、資格取得日

の記録を取り消され、22 名については、資格取得日の記録を昭和 32 年４

月１日に訂正されていることが確認できる。 

   上記の資格取得日の取消し及び訂正について、年金事務所は、「このよ

うな処理をした経緯は不明である。」と回答している。 

   また、上記の 31 名のうち２名は、オンライン記録では、Ａ社Ｂ支店に



  

おける資格取得日が昭和 30 年 12 月１日となっており、このことについて

当該２名は、「社会保険事務所に訂正してもらった。」旨を供述している。 

   さらに、同僚は、「総務担当者が、会社の方針で全員厚生年金保険に加

入することになったと話していたので、全員加入していると思う。」と供

述している。 

   これらのことから、社会保険事務所が資格取得日の取消し及び訂正を行

う合理的な理由は見当たらず、当該処理は、有効な処理とは認められない。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 30 年 12 月１日

に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、31 年９月１日に同資格を喪失

した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険

厚生年金保険事業所別被保険者名簿に記載されている申立人の資格取得取

消処理前の昭和 30 年 12 月の記録から、１万 2,000 円とすることが妥当で

ある。 



  

神奈川厚生年金 事案 4340 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間において厚生年金保険の被保険者であったと認めら

れることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格取得日

に係る記録を昭和 21 年４月１日、同資格の喪失日に係る記録を 23 年 11

月 15 日とし、申立期間の標準報酬月額については、21 年４月から 22 年

５月までは 180 円、同年６月から 23 年７月までは 600 円、同年８月から

同年 10 月までは 1,500 円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年４月１日から 23 年 11 月 15 日まで 

    私は、終戦後の昭和 21 年春ごろから 23 年の暮れごろまで、Ｂ市にあ

ったＣ業のＤ社（後に、Ａ社に社名を変更。）に勤めていたが、同社が

倒産したため、退職することになった。当時は 80 人ぐらい従業員がい

た会社で、厚生年金保険に加入していなかったとは考えられないので、

申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の詳細な供述及び申立人がＥ社に提出した昭和 34 年９月に作成

した履歴書から、申立人が申立期間においてＤ社に勤務していたことが認

められる。 

   一方、Ａ社の健康保険労働者年金保険被保険者名簿には、申立人の氏名

は見当たらず、同社は昭和 20 年５月 24 日付けで厚生年金保険の適用事業

所でなくなっていることが確認できる。 

   しかしながら、上記の被保険者名簿には、Ａ社が適用事業所でなくなっ

たのは、事業主の届出によらず社会保険事務所（当時）の権限において行

った処理（以下「認定全喪」という。）による旨が記載されているととも

に、事業所記号順索引簿から、当初、昭和 23 年 11 月 15 日と記載されて

いた同社の全喪日を 20 年５月 24 日に訂正していることが確認できるが、

申立人の供述により、申立期間において同社が当時の厚生年金保険法に定



  

める適用事業所の要件を満たしていたものと認められることから、社会保

険事務所が当該認定全喪をする合理的な理由は見当たらない。 

   また、申立人が自身と同様の業務を行っていたとする同僚は、厚生年金

保険被保険者台帳（旧台帳）の記載から、Ｄ社において、昭和 20 年 11 月

26 日に被保険者資格を取得し、23 年 11 月 15 日に同資格を喪失している

ことが確認できる。 

   さらに、当該被保険者名簿は、上記の同僚の氏名が記載されていない上、

昭和 20 年４月 15 日に資格を取得した者を最後に資格取得者は無く、同年

５月 24 日以降の資格喪失者も記載されていない。加えて、事業所名称が

Ｄ社ではなく、社名変更後のＡ社となっていることから、23 年 11 月 15

日以降に更新された被保険者名簿であると考えられるが、更新前の被保険

者名簿については保管されていない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において厚生年金保

険被保険者であったと認められることから、Ａ社における厚生年金保険被

保険者の資格取得日に係る記録を昭和 21 年４月１日、同資格の喪失日に

係る記録を 23 年 11 月 15 日に訂正することが必要である。 

   なお、標準報酬月額については、同僚の厚生年金保険被保険者台帳（旧

台帳）の記録から、昭和 21 年４月から 22 年５月までは 180 円、同年６月

から 23 年７月までは 600 円、同年８月から同年 10 月までは 1,500 円とす

ることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 4341 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 45 年３月 29 日から同年７月 13 日までの期間に

ついて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｈ社）における厚

生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を同年７月 13 日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を６万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年ごろから 29 年ごろまで 

             ② 昭和 29 年ごろから 30 年ごろまで 

             ③ 昭和 39 年ごろから 40 年ごろまで 

             ④ 昭和 41 年ごろから 42 年ごろまで 

             ⑤ 昭和 43 年１月ごろから同年６月ごろ 

             ⑥ 昭和 44 年１月ごろから同年７月ごろ 

             ⑦ 昭和 45 年１月ごろから同年２月２日まで 

             ⑧ 昭和 45 年３月 29 日から同年７月 13 日まで 

    夫は、季節労働者として複数の事業所に勤務していた。 

    まず、昭和 28 年ごろから 29 年ごろまでＢ社Ｃ鉱業所に勤務した。 

    また、昭和 29 年ごろから 30 年ごろまではＤ社又はＥ社、39 年ごろ

から 40 年ごろまではＥ社、41 年ごろから 42 年ごろまではＤ社又はＥ

社がそれぞれ施工したＪ工事などに従事したことがある。 

    さらに、昭和 43 年から 45 年までの毎年１月から６月又は７月ごろま

で、Ｆ社（現在は、Ｇ社）に勤務し、Ｆ社が交付した感謝状も保管して

いる。 

    上記の期間のうち、昭和 45 年２月２日から同年３月 29 日までの期間

がＡ社に係る厚生年金保険の被保険者期間となっているものの、それ以

外の期間は、被保険者期間となっていないので、被保険者期間として認



  

めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間⑤から⑧までについて、申立人が保管しているＦ社が発行した

感謝状及び同郷の同僚の供述から、申立人が同社に関連する炭鉱に勤務し

ていたことが認められる。なお、当時の同僚は、「Ｆ社が元請であり、Ａ

社は下請の関係にあった。」と供述している。 

   このうち、申立期間⑧については、申立人はその直前の昭和 45 年２月

２日から同年３月 29 日までの期間に、Ａ社において厚生年金保険の被保

険者となっていることが確認できるところ、同社において申立人と同様に

同年２月２日に資格を取得している被保険者は 42 名確認できる。当該 42

名のうち当時の状況を聴取することができた８名の同僚は、申立人と同郷

の者であり、申立人と同一の感謝状を保管している者も見受けられ、当該

42 名の中には前記８名のほかにも申立人と同郷であると推認できる者が

多数含まれているとともに、申立人の妻が「同郷からは、何十人もの人が

勤務していた。」と供述していることも踏まえると、上記 42 名は、申立

人と業務内容及び勤務形態が同一であった同僚と推認できる。上記同僚

42 名のうち、45 年７月中に資格を喪失している被保険者は 35 名見受けら

れ、同年６月中に資格を喪失している被保険者が２名いるが、それより前

に資格を喪失している被保険者は申立人のみである。 

   また、上記の同郷の同僚は、「帰郷したのは、６月から７月ごろであっ

た。」と述べており、その勤務期間と厚生年金保険被保険者期間が一致し

ているところ、申立人が保管する感謝状の発行日は昭和 45 年７月 12 日と

なっており、申立人は同日まで勤務していたことが認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間⑧に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   一方、申立期間⑤から⑦までについて、Ｇ社は、「当社では、申立期間

において季節労働者を直接雇用していなかったものと思われる。また、感

謝状にあるとおり、申立人はＩ作業を行う請負会社に在籍していたものと

思われることから、当社で厚生年金保険に加入することはなかったと考え

る。」と回答している。また、Ｈ社は「申立人に係る人事記録は、保管し

ていない。また、申立期間当時、当社では、季節労働者などの現地におけ

る臨時の労働者には、雇用保険のみ加入させ、健康保険及び厚生年金保険

は加入させない取扱いをしていたものと思われる。」と回答している。 

   また、申立期間⑤から⑦までの期間に、同郷の者を季節労働者としてＦ

社に関連する炭鉱へ引率していた者は、「季節労働者として複数回にわた



  

り勤務したが、通常は厚生年金保険には加入していなかった。」と供述し

ている。 

   さらに、申立期間⑤から⑦までについては、申立人と同郷である複数の

同僚が、昭和 43 年１月から同年７月ごろまでの期間、44 年１月から同年

７月ごろまでの期間及び 45 年１月ごろにＦ社に関連する工事現場に勤務

していたと述べているところ、いずれの同僚も厚生年金保険の被保険者と

なっていない。また、同僚の中には、当該期間に国民年金の被保険者とな

っており、国民年金保険料を納付している者も見受けられる。 

   このほか、申立人の申立期間⑤から⑦までにおける厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間⑤から⑦までに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

   また、申立期間⑧の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭

和 45 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万 8,000 円とする

ことが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

   申立期間①から④までについて、申立人は、Ｂ社Ｃ鉱業所及びＤ社又は

Ｅ社が施工するＪ工事などに、季節労働者として勤務していたと述べてい

る。 

   しかし、上記の３社には、申立人に係る人事記録及び保険料控除を確認

できる賃金台帳等は保管されていない。 

   また、Ｂ社及びＤ社は、「申立期間において、当事業所の工事に従事し

た季節労働者に係る厚生年金保険の加入状況は、下請事業所に所属してい

た場合も含めて不明である。」と回答しており、申立期間に上記２社で厚

生年金保険の被保険者となっている正社員は、「季節労働者は、当事業所

では厚生年金保険には加入していなかったものと思われ、下請事業所に所

属していた場合も通常は加入しないものと思われる。」と供述している。 

   さらに、Ｅ社は、「申立期間において、当事業所の工事に従事していた

季節労働者は、下請事業所に所属していた場合も含めて、厚生年金保険に

は加入していなかったものと思われる。」と回答している。 

   加えて、申立人は、申立期間③及び④において従事した工事の一部につ



  

いて、Ｋ社が施工していた可能性があると述べているところ、同社は、

「申立人に係る人事記録は、保管していない。また、当事業所の工事に従

事していた季節労働者は、厚生年金保険には加入していなかったものと思

われる。」と回答している。 

   また、申立人と同郷で申立期間における季節労働者の労働状況を知る者

は、「Ｊ工事などに参加した季節労働者は、厚生年金保険に加入していな

かった。」と供述している。 

   さらに、申立人は、昭和 36 年４月から 43 年３月まで国民年金の被保険

者となっており、申立期間③に相当する 38 年度は 12 か月間、39 年度は

９か月間の国民年金保険料を納付している。 

   このほか、申立人の申立期間①から④までにおける厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間①から④までに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4342 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における厚生年金保

険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 35 年１月 13 日に、Ｂ事業所に

おける同資格の取得日に係る記録を 36 年５月 19 日に、Ｂ事業所における

同資格の喪失日に係る記録を 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 35 年１月は１万 8,000 円、36 年５月は２万 6,000 円、45 年３月

は８万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年１月 13 日から同年２月１日まで 

             ② 昭和 36 年５月 19 日から同年６月１日まで 

             ③ 昭和 45 年３月 30 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 27 年 10 月 22 日にＣ社に入社してから 47 年２月末日まで、

Ｆ業務に従事してきた。途中、人事異動により、Ａ事業所、Ｂ事業所と

何度も事業所が変わったが、途中で退職することなく継続して勤務して

きた。しかし、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、Ｃ社の在職証明書及び雇用保険の被保険者記録から

判断すると、申立人は申立てに係る関連法人に継続して勤務し（昭和 35

年１月 13 日にＤ事業所からＡ事業所に異動、36 年５月 19 日にＥ事業所

からＢ事業所に異動、45 年４月１日にＢ事業所からＣ社に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所におけ



  

る昭和 35 年２月のオンライン記録から１万 8,000 円、申立期間②の標準

報酬月額については、申立人のＢ事業所における 36 年６月のオンライン

記録から２万 6,000 円、申立期間③の標準報酬月額については、申立人の

Ｂ事業所における 45 年２月のオンライン記録から８万円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効による消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会

保険事務所（当時）に対し行ったか否かについては、これを確認できる関

連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4343 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金

保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 40 年 10 月１日に、同資格の

喪失日に係る記録を 41 年１月 10 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 10 月１日から 41 年１月 10 日まで 

    55 歳到達時に年金額の試算をした際、Ａ社に昭和 40 年４月１日に入

社し 41 年５月５日まで勤務していたにもかかわらず、40 年 10 月１日

から 41 年１月 10 日までの厚生年金保険被保険者記録が無いことに気付

き、社会保険事務所（当時）に調査を何度も依頼したが、当該期間は記

録に無いとの回答であった。しかし、当時の日記に当該期間に継続して

勤務していた記載があり、同社に勤務していたことは確かなので調査の

上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が提出した「従業員異動ノート」、同僚の証言及び申立人が提出

した申立期間当時の日記の記載内容から判断すると、申立人がＡ社に継続

して勤務（昭和 40 年 10 月１日に同社本社から同社Ｂ工場に異動、41 年

１月 10 日に同社Ｂ工場から同社本社に異動）していたことが確認できる。 

   一方、事業主は「資料は無いが、当時、各事業所において、３か月後に

資格を取得する処理を行っていたことから、申立人については、給与から

保険料を控除していなかった。」と主張している。 

   しかしながら、オンライン記録において、Ａ社Ｂ工場におけるすべての

厚生年金保険被保険者 625 名を調査したところ、昭和 36 年６月から 44 年



  

５月までの期間において同社本社から同社Ｂ工場に異動した者は、48 名

確認できるが、そのうちの 37 名は被保険者資格が継続している。また、

残りの 11 名については、それぞれ、同社本社の資格を喪失してから１日

から 54 日後に同社Ｂ工場の被保険者資格を取得しており、被保険者期間

に空白が生じているものの、空白期間は被保険者によって異なっている。

これらのことから、同社Ｂ工場が異動した者について、３か月後に被保険

者資格を取得させる取扱いを行っていた事情はうかがえない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る申立人の健康保

険厚生年金保険被保険者原票における昭和 40 年 10 月１日の定時決定の記

載及び 41 年１月の再取得時の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録

から１万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得

届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会

があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届

出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業

主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 40 年 10 月から同年 12 月

までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4344 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 49 年４月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を７万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 10 月１日から 49 年４月１日まで 

    私は、Ａ社から同系列のＢ社に出向したが、昭和 48 年 10 月１日から

49 年４月１日までの６か月間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。

申立期間については、Ａ社に継続して勤務していたので、調査の上、厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時のＡ社の事業主の証言及び雇用保険の記録から判断すると、

申立人は申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 48 年 10 月１

日に、Ａ社からＢ社に在籍出向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、Ｂ社は昭和 49 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となるこ

とから、申立人の被保険者資格は、本来、同日までＡ社において引き続き

有すべきものである。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

48 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、７万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、Ａ社は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付し

たとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、



  

明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4345 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 21 年４月１日から同年 10 月１日までの期間につ

いて、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｄ部の事業主は、申立人が同年４月１日に船

員保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行っ

たことが認められることから、申立人の船員保険被保険者資格の取得日に

係る記録を同日に訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、360 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17 年１月 17 日から同年２月６日まで 

             ② 昭和 18 年３月 25 日から同年６月 14 日まで 

             ③ 昭和 18 年９月３日から同年 12 月 15 日まで 

             ④ 昭和 19 年７月 19 日から同年 10 月 15 日まで 

             ⑤ 昭和 21 年４月１日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 16 年１月から終戦後まで同一事業所に在籍し､全期間にわ

たり船員保険料を給与から控除されていたが、17 年１月 17 日から同年

２月６日までの期間、18 年３月 25 日から同年６月 14 日までの期間、

同年９月３日から同年 12 月 15 日までの期間及び 19 年７月 19 日から同

年 10 月 15 日までの期間について、船員保険の被保険者期間となってい

ないことから、記録を訂正してほしい。 

    また、昭和 21 年４月からは、日本政府がＥ国から借り受けたＣ船に

乗り、同年 12 月までＦ業務に従事した後、22 年１月に同船をＥ国に返

還輸送し同年７月に帰国したが、21 年４月１日から同年 10 月１日まで

の被保険者記録が欠落しているので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間⑤について、オンライン記録では、申立人のＡ社Ｄ部における

被保険者期間は、昭和 21 年 10 月１日から 25 年４月１日までの期間とな



  

っており、申立期間⑤は被保険者期間となっていない。 

   しかしながら、オンライン記録から、昭和 21 年４月１日から 24 年１月

１日までＡ社Ｄ部において被保険者となっている同僚は、申立人を鮮明に

記憶しているところ、申立人と共に 21 年４月からＣ船に乗り、Ｆ業務に

従事したと述べている。 

   また、申立人は、「当時、疫病が蔓延し、上陸が許可されず、沖合に隔

離された。」と供述しているが、これは当時の時事記録と一致しており、

これらのことから、申立人が申立期間⑤においてＡ社Ｄ部に勤務していた

ことが認められる。 

   一方、Ａ社Ｄ部に係る船員保険被保険者名簿には、申立人の資格取得日

及び資格喪失日は記載されておらず、「昭和 21 年 10 月１日移管」の表示

のある上、同年 11 月１日に標準報酬月額が変更された記録が確認できる

ことから、事業主が申立人の資格取得日を 21 年 10 月１日と届け出たとは

考え難い。 

   また、上記被保険者名簿には、「昭和 21 年 10 月１日移管」との表示が

あることから、移管後の被保険者名簿であると考えられるが、事務センタ

ーは、「移管前の被保険者名簿は保管されていない。」と回答している。 

   さらに、上記の同僚は、上記被保険者名簿において、申立人と同様に資

格取得日及び資格喪失日の記載が無いものの、オンライン記録においては、

昭和 21 年４月１日から 24 年１月１日までの被保険者記録が確認できる。

また、申立人の記憶するＣ船の船長は、上記被保険者名簿において氏名の

記載が無いものの、オンライン記録においては､20 年４月１日から 27 年

３月１日までの被保険者記録が確認できる。このようなことから、社会保

険事務所において、Ａ社Ｄ部に係る年金記録の管理が適切であったとは認

め難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間⑤において船員保険

被保険者であったと認められることから、申立人のＡ社Ｄ部における船員

保険被保険者の資格取得日は、昭和 21 年４月１日であると認められる。 

   また、申立期間⑤の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｄ部におけ

る昭和 22 年 10 月の社会保険事務所の記録から、360 円とすることが妥当

である。 

   一方、申立期間①から④までについて、申立人はそれぞれの船舶に乗船

後の下船中であったと述べていることから、船員保険法の予備船員であっ

たと考えられるところ､当時は、予備船員が船員保険の強制被保険者とさ

れる制度が創設（昭和 20 年４月１日）される前の期間である。 

   また、Ｂ社は、当時の資料は保管していないと回答しているほか、申立

人の申立期間①から④までにおける船員保険料の控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間①から④までに係る船員保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4346 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 23 年 12 月１日から 25 年 10 月１日までの期間に

ついて、申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失

日は、同年 10 月１日と認められることから、申立人の被保険者資格の喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 23 年 12 月から 24 年

４月までは 2,700 円、同年５月から 25 年９月までは 7,000 円とすること

が妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19 年６月１日から同年 10 月１日まで 

             ② 昭和 23 年 12 月１日から 25 年 10 月１日まで 

    私は、Ａ社Ｂ事業所に昭和 19 年１月 21 日に入社し、58 年１月 30 日

に退職するまで継続して勤務していたが、厚生年金保険被保険者記録で

は、19 年６月１日から同年 10 月１日までの期間及び同社Ｃ事業所に転

勤となった 23 年 12 月１日から 25 年 10 月１日までの期間が欠落してい

る。厚生年金保険料は事業主により給与から控除されていたはずなので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、雇用保険の加入記録及び申立人の供述から、申立

人が当該期間にＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

申立人の同社Ｂ事業所での資格喪失日は、昭和 23 年 12 月１日と記載され

ているにもかかわらず、26 年５月及び 27 年８月に定時決定が記録されて

いる。この定時決定の記録を前提とすると、申立人が、23 年 12 月１日に

資格を喪失した旨の届出を事業主が行ったとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において申立人

に係る被保険者記録が適正に管理されていたとは考え難く、事業主は昭和



  

25 年 10 月１日に被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事

務所（当時）に対し行ったことが認められる。 

   なお、申立期間②の標準報酬月額については、Ａ社Ｃ事業所の健康保険

厚生年金保険被保険者名簿における申立人に係る記録から、昭和 23 年 12

月から 24 年４月までは 2,700 円、同年５月から 25 年９月までは 7,000 円

とすることが妥当である。 

   一方、申立期間①について、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿及び申立人が所持する厚生年金保険被保険者証から、申立人

の同社における被保険者資格取得日は昭和 19 年６月１日であることが確

認できる。 

   しかしながら、厚生年金保険法においては、資格関係等の規定が昭和

19 年６月１日施行、保険給付及び費用の負担に関する規定が同年 10 月１

日施行であったことから、保険給付及び費用の負担に関する規定の施行前

は、厚生年金保険料は徴収しない期間であり、法附則第 73 条の規定によ

り同年６月１日から同年９月 30 日までは、厚生年金保険の被保険者期間

の計算には算入しない期間とされている。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 4347 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 34 年４月１日から同年７月４日まで

の期間及び 38 年 11 月 26 日から 45 年５月 26 日までの期間に係る脱退手

当金を受給していないものと認められることから、当該期間に係る脱退手

当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25 年６月 26 日から 27 年６月１日まで 

             ② 昭和 27 年６月１日から 29 年 11 月１日まで 

             ③ 昭和 29 年 11 月１日から 31 年３月７日まで 

             ④ 昭和 31 年 12 月 25 日から 33 年７月 22 日まで 

             ⑤ 昭和 34 年４月１日から同年７月４日まで 

             ⑥ 昭和 38 年 11 月 26 日から 45 年５月 26 日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録を社会保険事務所（当時）に照会したと

ころ、申立期間①から④までについては、昭和 33 年 12 月 22 日に、ま

た、申立期間⑤及び⑥については、45 年 11 月 11 日にそれぞれ脱退手

当金が支給済みとの回答をもらった。しかし、いずれの脱退手当金も受

給した覚えは無いので、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間⑤及び⑥について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

原票において、申立人の前後 20 名のうち、申立人の資格喪失日の前後２

年以内に資格を喪失し、脱退手当金の受給資格のある者は申立人を含めて

２名で、支給記録のある者は申立人のみであり、事業主が代理請求したと

は考え難い。 

   また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険

被保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間⑤と⑥の間

において、申立人が勤務したＢ社及びＣ社の被保険者期間については、そ

の計算の基礎とされておらず、未請求となっており、申立人が、未請求期



  

間である両社に係る被保険者期間を失念するとは考え難い上、同一の厚生

年金保険被保険者台帳記号番号で管理されている被保険者期間でありなが

ら、請求期間と未請求期間があることは事務処理上不自然である。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間⑤及び⑥に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

   一方、申立期間①から④までについて、同一の厚生年金保険被保険者台

帳記号番号で管理されていた４社にわたる申立期間の支給月数及び脱退手

当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険

者資格喪失日から約５か月後の昭和 33 年 12 月 22 日に支給決定されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間①から④までに係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4348 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 20 年８月 19 日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額については、50 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年２月１日から同年８月 19 日まで 

    私は、昭和 17 年 12 月から 20 年８月 18 日まで、Ａ社でＢ職として勤

務していた。厚生年金保険の記録では、同年２月１日から同年８月 19

日までの被保険者記録が欠落している。同年８月 18 日に退職するまで

継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持するＡ社の社員証及び昭和 25 年２月 24 日付けの履歴書か

ら、申立人が申立期間に同社に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人は、当該事業所に入社してから退職するまでの期間、勤務

形態及び業務内容に変更は無かったとしている。 

   さらに、複数の同僚は、「在籍期間と厚生年金保険被保険者期間とは合

致している。」としており、勤務が継続しているにもかかわらず厚生年金

保険の被保険者資格を喪失したとする者は申立人のほかに確認できない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

20 年１月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、50 円とする

ことが妥当である。 



  

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4349 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を、平成 10 年４月から 11 年３月までは 20 万円、同年４月から同

年７月までは９万 8,000 円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年４月１日から 11 年８月 21 日まで 

    平成 20 年 11 月ごろに社会保険事務所の職員から説明を受け、申立期

間の標準報酬月額が、さかのぼって９万 2,000 円に減額されていること

を知った。私は、営業職の一般従業員で、申立期間の給与は 20 万円程

度であった。当時の給与明細書等が無いため、はっきりとは分からない

が、実際の給与額に見合った厚生年金保険料を控除されていたので、標

準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、平成 10 年４月から 11 年３月までは 20 万円、同年４月から同年７月

までは９万 8,000 円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなった日（平成 12 年１月 31 日）の後の 12 年３月 28

日付けで、さかのぼって９万 2,000 円に引き下げられている上、事業主に

ついても申立人と同様の訂正処理が行われていることが確認できるが、社

会保険事務所において、このような処理を行う合理的な理由は見当たらな

い。 

   また、商業登記簿謄本から、申立人がＡ社の取締役であったことが確認

できるものの、複数の同僚が、「申立人の仕事は営業であり、給与や社会

保険関係事務の担当者は女性だった。」と証言していることから、申立人

が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有



  

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成 10 年４月から 11 年

３月までは 20 万円、同年４月から同年７月までは９万 8,000 円と訂正す

ることが必要である。 

   なお、申立期間のうち、平成 11 年４月から同年７月までの標準報酬月

額について、申立人は、減給された記憶は無く、給与は 20 万円程度であ

ったと主張している。 

   しかしながら、オンライン記録において、当該期間の標準報酬月額は、

上記訂正処理前においてもＡ社のすべての被保険者に係る標準報酬月額が

９万 8,000 円とされている上、複数の同僚に照会したものの、厚生年金保

険料の控除額を確認できる給与明細書等を保管している者はおらず、１名

が、「当時会社から、社会保険庁（当時）と話し合って、標準報酬月額を

意図的に低い額にする旨の説明があり、標準報酬月額９万 8,000 円に見合

う厚生年金保険料を控除されていた。」と証言していることから、申立人

は、当該期間について、20 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4350 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年５月 20 日から同年６月１日まで

の期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社Ｃ事業所における厚生年金保険被保険者

資格の取得日に係る記録を同年５月 20 日に訂正し、当該期間の標準報酬

月額を６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年４月１日から同年６月１

日までの期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＤ社における厚生年金保険被保険者資

格の取得日に係る記録を同年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額

を 13 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年５月 20 日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 48 年１月１日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 42 年４月にＡ社Ｂ事業所に入社し、43 年６月ごろに同社

Ｃ事業所へ転勤したが、そのころの厚生年金保険被保険者記録が欠落し

ている。また、同社退社後、48 年１月にＤ社に入社し、同年３月に同

社Ｅ支店へ赴任した。ところが、厚生年金保険の被保険者記録では、同

社における被保険者資格の取得日が同年６月１日となっているので、調

査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社から提出された人事記録及び雇用保険の記録

から、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 43 年５月 20 日に、同社Ｂ事



  

業所から同社Ｃ事業所に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ事業所にお

ける昭和 43 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とする

ことが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   申立期間②について、雇用保険の記録及び同僚の証言から、申立人は、

Ｄ社に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人から提出された旅券の記録から、昭和 48 年３月にＥへ赴

任していることが確認できるところ、同年５月にＥへ赴任した同僚は、Ｄ

社が厚生年金保険の新規適用事業所となった同年４月１日に被保険者資格

を取得していることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間②のうち、昭和 48 年

４月１日から同年６月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＤ社における昭和

48 年６月の社会保険事務所の記録から、13 万 4,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間②のうち、昭和 48 年１月１日から同年４月１日までの

期間について、オンライン記録から、Ｄ社は同年４月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、当該期間は適用事業所でないことが確認でき

る。 

   また、Ｄ社が適用事業所となった日に厚生年金保険被保険者資格を取得



  

している被保険者は、全員が関連会社からの出向者であるため、申立人の

当該期間における厚生年金保険料の控除を確認できる供述を得ることがで

きない。 

   このほかに、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除を確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4351 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保

険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 57 年４月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を、同年４月から同年９月までは 22 万円、同年 10 月

から 59 年７月までは 28 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月１日から 59 年８月 22 日まで 

    私は、昭和 56 年５月ごろから同年 12 月ごろまでＡ社の請負として、

Ｂ地区でＤ業務に従事していた。その後、同社のＣ課長の紹介で、57

年４月１日から同社で正社員のＥ職として勤務していた。同社の経歴書

を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持しているＡ社の経歴書、申立人が記憶する直属の上司及び

申立人と同一の業務に従事していた同僚の証言から、申立人が昭和 57 年

４月１日から同社に入社し、正社員として継続して勤務していたことが認

められる。 

   また、複数の同僚は、Ａ社では入社と同時に厚生年金保険に加入してい

たと証言している上、上記の申立人と同一の業務に従事していた同僚には、

入社直後から厚生年金保険の被保険者としての記録が存在する。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同一の業務に従事

し、生年月日が近い同僚の記録から、昭和 57 年４月から同年９月までは



  

22 万円、同年 10 月から 59 年７月までは 28 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ａ社は既に解散している上、申立期間当時の事業主も亡くなって

いるため、事業主に確認はできないが、仮に、事業主から申立期間に係る

被保険者資格の取得届が提出されていた場合には、その後、被保険者報酬

月額算定基礎届も提出されていると思われるところ、いずれの機会におい

ても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しないとは考え難いことか

ら、事業主から当該社会保険事務所へ申立人の申立期間に係る資格取得の

届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

57 年４月から 59 年７月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4352 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 31 年 11 月 10 日から同年 12 月 29 日までの期間

について、事業主は、申立人が同年 11 月 10 日に厚生年金保険被保険者資

格を取得し、同年 12 月 29 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立期間に係るＡ社

における厚生年金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

   なお、当該期間に係る標準報酬月額については、4,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年 11 月 10 日から同年 12 月 29 日まで 

             ② 昭和 34 年４月１日から同年 11 月 15 日まで 

             ③ 昭和 35 年 12 月 30 日から 36 年２月１日まで 

    私は、昭和 31 年 11 月 10 日から同年 12 月 28 日まで、Ａ社に勤務し

ていた。また、Ｂ社には、34 年４月１日に入社し、37 年６月末まで継

続して勤務していたが、34 年４月１日から同年 11 月 15 日までの期間

及び 35 年 12 月 30 日から 36 年２月１日までの期間の厚生年金保険被保

険者記録が無い。申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人と同姓同名かつ同じ生年月日で基礎年金番号に統合されて

いない被保険者記録（資格取得日は昭和 31 年 11 月 10 日、資格喪失日は

同年 12 月 29 日）が確認できる。 

   また、申立人が記憶している事業主の氏名及びＡ社の所在地が、上記被

保険者名簿に記載されていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の記録であ

り、事業主は、申立人が昭和 31 年 11 月 10 日に厚生年金保険被保険者資



  

格を取得し、同年 12 月 29 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所に行ったと認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者記録から、

4,000 円とすることが妥当である。 

   申立期間②について、申立人が同時期に入社したと記憶する同僚が申立

人と同一事業所内で当該期間に一緒に勤務していたと証言していることか

ら、申立人が当該期間においてＢ社に勤務していたことは認められる。 

   しかし、申立人と同様に、定時制高校に通いながらのアルバイト勤務だ

ったとする別の同僚は、昭和 33 年 11 月に入社したと述べているが、オン

ライン記録によると、この同僚が被保険者資格を取得したのは、34 年１

月５日となっており、このことについて当該同僚は「Ｂ社では、アルバイ

トは、臨時職員とは違い、一定の試験結果及び勤務実績を踏まえ、厚生年

金保険に加入させたのではないか。」と供述している。 

   また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、昭和

34 年 11 月１日には 117 名が、同年 11 月 15 日には申立人を含む 129 名が

被保険者資格を取得していることから、事業主は一定期間に採用した者を

まとめて厚生年金保険の加入手続を行っていたことがうかがえる。 

   さらに、厚生年金手帳記号番号払出簿の記録によると、申立人のＢ社に

係る厚生年金保険資格取得日は、昭和 34 年 11 月 15 日と記載されている

ことが確認できる。 

   加えて、Ｂ社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書によると、申立人の被保険者資格の取得日は

昭和 34 年 11 月 15 日となっており、同社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿の資格取得日と一致している。 

   申立期間③について、申立人は、当該期間にＢ社に継続して勤務してい

たと主張している。 

   しかし、Ｂ社が保管する「退職者名簿」では、申立人の退職日が昭和

35 年 12 月 29 日となっており、退職理由欄には「期間満了」と記載され

ていることが確認できる。 

   また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人

と同様に昭和 35 年 12 月 30 日に資格を喪失し、36 年２月１日に資格を再

取得している同僚が 25 名おり、申立人と同様に被保険者期間に欠落期間

があることが確認できる。 

   さらに、Ｂ社が保管する年金記録台帳において、申立人の同社における

最初の資格喪失日は昭和 35 年 12 月 30 日となっており、同社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿における申立人の資格喪失日と一致してい

る。 

   加えて、Ｂ社が保管する被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知



  

書では、申立人は昭和 36 年２月１日に被保険者資格を再取得した際、新

たな健康保険被保険者証の番号で資格を取得していることが確認できる。 

   また、申立人と同様に欠落期間のある同僚複数名に照会したが、当該期

間の保険料控除に関する証言及び資料を得ることはできなかった。 

   さらに、申立人が申立期間②及び③において厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として

申立期間②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4353 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 26 年８月８日から同年９月１日までの期間につ

いて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｃ社）における厚生

年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を同年８月８日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を 7,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   申立期間のうち、昭和 47 年 10 月 10 日から同年 11 月 10 日までの期間

について、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保

険被保険者資格の喪失日に係る記録を同年 11 月 10 日に訂正し、当該期間

の標準報酬月額を 13 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年８月８日から同年９月１日まで 

             ② 昭和 47 年 10 月 10 日から同年 11 月 10 日まで 

    私は、Ａ社及びその関連会社に昭和 26 年８月８日から 60 年３月 31

日まで継続して勤務していたが、26 年８月８日から同年９月１日まで

の期間及び 47 年 10 月 10 日から同年 11 月 10 日までの期間が、厚生年

金保険の被保険者期間となっていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ｃ社が保管している申立人に係る履歴簿において､

申立人が昭和 26 年８月８日からＡ社に事務職として勤務していることが

確認できる。 

   また、申立人の申立期間①と被保険者記録のある期間において業務内容



  

及び勤務形態に特段の変更は見られないことが上記履歴簿において確認で

きる。 

   さらに、申立人が記憶する同僚６名について入社日と被保険者資格取得

日を調査した結果、事務職の３名全員については入社日と同日に厚生年金

保険の被保険者資格を取得していることが同僚の供述及びオンライン記録

で確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭

和 26 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、7,000 円とすること

が妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   申立期間②について、上記の履歴簿から判断すると、申立人がＡ社に継

続して勤務し（昭和 47 年 11 月 10 日に、同社Ｂ工場から同社本社に異

動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

   また、申立期間②の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ工場における昭和

47 年９月の社会保険事務所の記録から、13 万 4,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4354 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成６年４月 30 日から７年４月 16 日までの期間につ

いて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、同年

４月 16 日であると認められることから、申立人に係る同資格の喪失日に

係る記録を同日に訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、16 万円とすることが妥当

である。 

   また、申立期間のうち、平成 13 年８月 30 日から同年 11 月５日までの

期間について、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＢ社における厚生年金保険

被保険者資格の喪失日に係る記録を同年 11 月５日に訂正し、当該期間の

標準報酬月額を 15 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年４月 30 日から７年４月 16 日まで 

             ② 平成７年４月 16 日から 13 年８月 30 日まで 

             ③ 平成 13 年８月 30 日から同年 11 月５日まで 

    私は、平成元年５月にＡ社に入社して以来、14 年 12 月 28 日に退職

するまで継続して勤務していた。年金事務所から連絡があり、６年４月

30 日から７年４月 16 日までの期間及び 13 年８月 30 日から同年 11 月

５日までの期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落している事に気が

付いたので、申立期間①及び③を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

    また、平成６年４月から 13 年 10 月までの期間、給料は毎月 16 万

4,500 円で変動が無かったにもかかわらず、申立期間②の標準報酬月額

が 15 万円となっているので調査してほしい。 

 



  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、雇用保険の加入記録により、申立人が、平成７年

４月 15 日まで、Ａ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

   しかし、オンライン記録では、Ａ社が平成６年４月 30 日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなった旨の処理が、７年４月６日に行われており、

同日において、申立人について、６年 10 月の標準報酬月額の算定基礎の

取消処理及び同年４月 30 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨

の処理が行われていることが確認できる。 

   また、平成６年 10 月の標準報酬月額の算定基礎の取消処理及び同年４

月 30 日に被保険者資格を喪失した旨の処理が７年４月６日に行われてい

る者が申立人のほかに７人（うち２人は健康保険の被保険者資格のみ喪

失）存在しており、かつ、商業登記簿謄本や雇用保険の記録からもＡ社が

当該期間において廃業していた事実は確認できず、６年４月 30 日におい

て、同社が適用事業所としての要件を満たしていたと認められることから、

社会保険事務所（当時）が、適用事業所でなくなったとする当該処理を行

う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成６年４月 30 日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る記

録は有効なものと認められないことから、申立人の厚生年金保険被保険者

資格の喪失日は、雇用保険の記録における離職日の翌日である７年４月

16 日であると認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の処理前の記録から、

16 万円とすることが妥当である。 

   申立期間③について、雇用保険の加入記録により、申立人が、申立期間

③において継続してＡ社の関連会社であるＢ社に勤務していたことが確認

できる上、申立人から提出された平成 13 年分の源泉徴収票に記録されて

いる社会保険料等の金額から、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間③の標準報酬月額については、申立人のＢ社における平

成 13 年７月のオンライン記録から 15 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は、申立てどおりの届出を行ったと主張しているが、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



  

   一方、申立期間②について、申立人が提出した源泉徴収票の社会保険料

等の金額欄に記載された額から、申立人の主張する標準報酬月額に見合う

厚生年金保険料が控除されていたことは確認できない。 

   また、Ｂ社に係るオンライン記録から、申立人の平成７年から 13 年ま

での期間において、標準報酬月額について訂正等の記録は確認できない上、

申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4355 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の取得日に係る記録を昭和 58 年８月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を 19 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年８月１日から 59 年４月２日まで 

    私は、昭和 55 年５月にＢ社（現在は、Ｃ社）に入社し、平成 20 年９

月末に退職するまで同社のグループ企業に勤務した。ねんきん特別便を

見て、同社から関連会社のＡ社に異動した昭和 58 年８月１日から 59 年

４月２日までの期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落していること

を知った。この間、継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する給与明細書、申立人の上司及び同僚の証言により、申

立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 58 年８月１日

に、Ｂ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記の給与明細書の厚生年

金保険料控除額から、19 万円とすることが妥当である。 

   一方、社会保険事務所（当時）の記録によれば、Ａ社は、昭和 59 年４

月１日までは厚生年金保険の適用事業所としての記録が無い。しかし、同

社は 58 年５月 20 日に法人として設立登記されている上、申立人及び複数

の同僚は、当時社員は 30 名程度いたと述べていることから、同社が申立

期間において、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たし



  

ていたものと判断される。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、申立期間において適用事業所

でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認めら

れることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4356 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 35 年５月１日から同年８月 31 日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該

期間の標準報酬月額を２万 4,000 円に訂正することが必要である。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 35 年８月 31 日から同年９月１

日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社労働組合における申立人の厚生年金保

険被保険者資格の喪失日に係る記録を同年９月１日に訂正し、当該期間の

標準報酬月額については、２万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年５月１日から 35 年８月 31 日まで 

             ② 昭和 35 年８月 31 日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 29 年６月 14 日にＡ社に入社し平成８年２月１日まで厚生

年金保険に加入していたが、年金記録を確認したところ、昭和 34 年５

月１日から会社を休職して労働組合のＢ職として専従役員となった時期

の標準報酬月額が低く記録されていると思う。また、専従役員の任期満

了である 35 年８月 31 日まで労働組合で勤務し同年９月１日にＡ社に復

職したのに同年８月の厚生年金保険被保険者記録が欠落していることが

判明した。標準報酬月額と、欠落している被保険者期間について調査を

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人の申立期間①の標準報酬月額は１万 8,000

円と記録されている。この金額については、申立人の資格取得時である昭

和 34 年５月１日における厚生年金保険の標準報酬月額の上限額が１万



  

8,000 円であったことによる。 

   しかしながら、昭和 35 年３月 31 日に公布された厚生年金保険法の改正

により標準報酬の最高額が引き上げられ、厚生年金保険の標準報酬月額の

上限額は３万 6,000 円に変更された。｢厚生年金保険法の一部を改正する

法律等の施行について｣（昭和 35 年５月４日付け保険発第 39 号厚生省保

険局長から都道府県知事あて通牒)によると、｢昭和 35 年４月における標

準報酬月額が１万 8,000 円である被保険者について行う新標準報酬月額の

決定は、その者が、健康保険の被保険者であるときは、その者の同年５月

における健康保険の標準報酬の基礎となった報酬月額を改正法による標準

報酬の基礎となる報酬月額とみなす。｣こととなっていることに伴い、申

立人の厚生年金保険の標準報酬月額についても健康保険厚生年金保険被保

険者資格取得確認および標準報酬決定通知書では、35 年４月１日に２万

4,000 円となっている上、Ａ社労働組合に係る事業所別被保険者名簿も、

２万 4,000 円となっていることが確認できる。 

   また、Ａ社労働組合が保管する昭和 35 年８月分の諸給与支払内訳明細

書から標準報酬月額が２万 4,000 円に相当する厚生年金保険料が給与から

控除されていたことが確認できることから、上記の厚生年金保険法の改正

が施行された同年５月においては、社会保険事務所は通牒における処理を

行い、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は２万 4,000 円と決定し、納

入告知についても行っていたと考えられる。 

   さらに、申立期間当時Ａ社労働組合に勤務し昭和 35 年４月１日に厚生

年金保険の標準報酬月額が上限の１万 8,000 円であった複数の同僚につい

ても、同年８月分の諸給与支払内訳明細書から２万 4,000 円又は２万

8,000 円に相当する厚生年金保険料が控除されていたことが確認できる上、

同僚のオンライン記録は同年５月１日付けで標準報酬月額の記録が２万

4,000 円又は２万 8,000 円となっていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、オンライン記録への切

替え時に、昭和 35 年５月１日付けで標準報酬月額の２万 4,000 円の記録

が行われなかったものと考えられ、当該期間に係る標準報酬月額は、前記

の事業所別被保険者名簿から２万 4,000 円と訂正することが必要である。 

   申立期間②について、Ａ社労働組合が保管する申立人に係る失業保険被

保険者資格喪失確認通知書の資格喪失日は昭和 35 年８月 31 日、喪失原因

は「元の職場に復帰」となっていることから、申立人が、専従役員の期間

満了である同年８月 31 日まで同社労働組合に勤務していたことが認めら

れる。 

   また、Ａ社労働組合は、申立期間当時の賃金台帳に当たる昭和 35 年８

月分の諸給与支払内訳明細書を保管しており、申立期間②に係る保険料を

給与から控除していたことが確認できる。 



  

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②において、厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 35 年８月の諸給与支

払内訳明細書の厚生年金保険料の控除額から２万 4,000 円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、Ａ社労働組合が保管する厚生

年金保険被保険者資格喪失確認通知書に記載されている申立人の資格喪失

日が昭和 35 年８月 31 日となっていることから、事業主は同日を資格喪失

日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年８月の保

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4357 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社）における申立人の被

保険者記録のうち、申立期間に係る船員保険被保険者資格の喪失日（昭和

44 年 10 月１日）及び同資格の取得日（45 年２月３日）の記録を取り消し、

申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 10 月１日から 45 年２月３日まで 

    私は、Ａ社に昭和 43 年 10 月１日に入社し、平成 10 年 10 月１日に退

社した。しかし、その期間のうち、昭和 44 年 10 月１日から 45 年２月

３日までの期間は、船員保険及び厚生年金保険のどちらの被保険者にも

なっていない。当該期間は、同社の系列会社であるＣ社が所有するＤ船

に乗っていたことが就労記録で確認できるので、船員保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管する就労記録から、申立人は申立期間において、Ａ社との雇

用契約を継続したまま同社からＣ社の所有するＤ船にＥ職として派遣され

ていたものと認められる。 

   また、申立人が乗船したＤ船のＥ職の前任者であり、派遣元及び派遣先

も申立人と同一である同僚は、船員保険の被保険者記録は派遣元のＡ社で

継続していることが確認できる。 

   さらに、Ｂ社及びＣ社の担当者は「職名がＥ職であれば、船員保険に加

入する。」と回答し、前記の同僚も「乗船であれば、船員保険に加入す

る。」と供述している。 

   加えて、Ｃ社の担当者は、「昭和 40 年代の賃金の支払記録には申立人



  

の氏名は無い。したがって、賃金は派遣元のＡ社で支払われたと思われ

る。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る船員保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 44 年９月及

び 45 年２月のＡ社に係る船員保険被保険者名簿の記録から６万円とする

ことが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る船員保険料の納付義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社は既に解散している上、事業主の所在も不明であり確認は

できないが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提

出されていないにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録す

るとは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の

喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人

の昭和 44 年 10 月から 45 年１月までの船員保険料について、納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間の船員保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4358 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金

保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 56 年６月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 24 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年５月 31 日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 48 年４月１日にＡ社に入社し、平成 18 年９月 30 日に退

職するまで継続して勤務していたが、昭和 56 年６月１日に同社Ｂ支店

から同社本社に転勤した時の同年５月 31 日から同年６月１日までの厚

生年金保険被保険者期間が欠落している。厚生年金保険料は事業主によ

り給与から控除されていたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が発行した人事記録カード、発令一覧及び雇用保険の加入記録から

判断すると、申立人は申立期間に同社に継続して勤務し（昭和 56 年６月

１日に同社Ｂ支店から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る昭和 56 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、24 万円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としているが、事業主が厚生年金被保険

者資格の喪失日を昭和 56 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保

険事務所が、これを同年５月 31 日と誤って記録することは考え難いこと



  

から、事業主が同日を厚生年金保険被保険者の資格喪失日として届け、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料の納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付すべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4359 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｄ社）Ｂ部に

おける厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 42 年２月 28

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000 円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年２月 28 日から同年３月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 40 年４月１日に入社し、平成 22 年３月 21 日に退

職するまで、支店間の異動はあったものの退職することなく継続して勤

務していたが、同社Ｃ支店から同社Ｂ部に異動になったころの厚生年金

保険の被保険者記録が欠落している。調査の上、本来の記録の回復をし

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄ社から提出された人事記録及び雇用保険の加入記録から判断すると、

申立人はＡ社に継続して勤務し（同社Ｃ支店から同社Ｂ部に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ部における

昭和 42 年３月のオンライン記録から、２万 8,000 円とすることが妥当で

ある。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は納付していたものと推察するとしているもの

の、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 



  

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4360 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年２月１日から８年７月 31 日まで 

    私は、Ａ社に平成７年２月から８年７月まで勤務していた。勤務期間

中の標準報酬月額が９万 8,000 円となっているが、毎月の給与は約 70

万円と記憶しているので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、申立人が主張する 59 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった日（平成８年７月 31 日）より後の平成８

年８月９日付けで、さかのぼって９万 8,000 円に引き下げられていること

が確認できるほか、代表取締役についても、申立人と同様の訂正処理がさ

れていることが確認できる。 

   また、Ａ社の代表取締役は、「申立期間当時、社会保険料等の滞納があ

った。」と述べている。 

   さらに、Ａ社に係る商業登記簿謄本から、申立人が同社の取締役であっ

たことが確認できるが、同社の代表取締役が「申立人は、社会保険の届出

に関する権限を持っていなかった。」と回答していることから、申立人が

当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所がかかる処理を行う合理

的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た 59 万円と訂正することが必要と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4361 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金

保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 36 年２月 14 日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年２月 14 日から同年 11 月７日まで 

    私は、昭和 34 年４月１日から平成８年９月 18 日までＡ社に継続して

勤務していたが、同社Ｂ支店に勤務していた期間のうち、昭和 36 年２

月 14 日から同年 11 月７日までの厚生年金保険被保険者の記録が欠落し

ているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、事業主から提出された労働者名簿及びＣ健康保険

組合から提出された被保険者情報から判断すると、申立人はＡ社に継続し

て勤務し（昭和 36 年２月 14 日に、Ａ社本店から同社Ｂ支店に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る

昭和 36 年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万円とすること

が妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としているが、事業主が、申立人に係る

申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格取得届やその後に事業主が行う

べき厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届などのいずれの機会におい



  

ても、社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処

理では考え難いことから、事業主が昭和 36 年 11 月７日を申立人のＡ社Ｂ

支店における資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年２月から同年 10 月までの厚生年金保険料の納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4362 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 41 年６月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を２万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年５月１日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 41 年４月にＡ社に入社し、２か月間の集合研修を受講後、

同年６月に同社Ｂ事業所に配属されたが、私の厚生年金保険被保険者記

録をみると、同年５月の記録が欠落している。継続して勤務していたの

で、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及びＡ社から提出された人事記録により、申立人は同社

に継続して勤務し（同社から同社Ｂ事業所に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、上記の人事記録に、申立人の人事異動の日付が昭和 41 年６月３

日と記載されていることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格の喪失日に係る記録を、同社Ｂ事業所における資格取得日と同日で

ある同年６月１日に訂正することが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

41 年４月のオンライン記録から２万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は資格喪失日を誤って届け出たと認めていることから、事

業主が昭和 41 年５月１日を厚生年金保険被保険者の資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年５月の保険



  

料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4363 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 36 年 10 月２日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、39 年７月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年 10 月から 37 年

６月までは１万 6,000 円､同年７月から 38 年９月までは１万 8,000 円、同

年 10 月から 39 年６月までは２万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年 10 月２日から 39 年７月１日まで 

    私は、昭和 36 年 10 月２日にＡ事業所に就職し、39 年６月 30 日まで

Ｂ職として勤務していたはずなのに､当該期間のすべての厚生年金保険

の記録が無い。申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、

申立人と同姓同名で生年月日が相違する者が昭和 36 年 10 月２日に資格を

取得し、39 年７月１日に資格を喪失している未統合の記録が確認できる。 

   また、Ｂ事業所が管理する従業員登録票によると、申立人と同姓同名で

生年月日が同一の者が昭和 36 年 10 月１日にＡ事業所に雇用され、39 年

６月 30 日まで同事業所に勤務していたことが確認できる。 

   さらに、申立人が提出した、Ａ事業所から昭和 39 年６月 30 日付けで発

行された感謝状には｢離職されるに当たり感謝状を送る。｣と記載されてい

る上、同事業所に厚生年金保険被保険者記録がある同僚が「申立人を知っ

ている。同じ仕事をしていた。」と述べていることから、申立人が申立期

間に同事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、前記の記録は申立人の記録である



  

と考えられ、申立人が昭和 36 年 10 月２日に厚生年金保険被保険者資格を

取得した旨の届出及び 39 年７月１日に被保険者資格を喪失した旨の届出

を事業主が社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、当該被保険者記録から、昭

和 36 年 10 月から 37 年６月までは１万 6,000 円､同年７月から 38 年９月

までは１万 8,000 円、同年 10 月から 39 年６月までは２万円とすることが

妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 4364 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人の

Ａ社における船員保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 21 年７月

27 日に、同資格の喪失日に係る記録を 22 年１月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を 240 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を

履行していないものと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年７月 27 日から 22 年１月１日まで 

    私は、昭和 21 年７月 27 日から同年 12 月 31 日までＡ社所有のＢ船に

乗っていた。船がドック入りのため、Ｃ県で下りた。船員手帳を保管し

ている。申立期間を船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の仕事の詳細な記憶及び申立人が保管する船員手帳から、申立人

は、申立期間にＡ社所有のＢ船に乗り勤務していたことが認められる。 

   また、申立人が記憶する船員数と船員保険被保険者名簿の被保険者数は

おおむね一致する上、申立人が記憶する同僚の氏名は同名簿に記録されて

いることが確認できることから、同社はすべての船員を船員保険に加入さ

せていたものと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が船員保険被保険者として申立期

間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が保管する船員手帳

に給料 150 円、手当 100 円と記録されていることから 240 円とすることが

妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る船員保険料の納付義務を履行したか否かに



  

ついては、Ａ社は既に解散している上、事業主の所在も不明であり確認は

できないが、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された

場合には、その後、被保険者資格の喪失届も提出される機会があったこと

となるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を

記録しないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格

の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4365 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の取得日に係る記録を昭和 37 年６月 20 日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年６月 20 日から同年７月１日まで 

    私は、昭和 35 年３月から平成 10 年６月までＡ社に継続して勤務して

おり、途中で辞めたことは無い。 

    厚生年金保険の被保険者記録では、申立期間の記録が欠落しているが、

同一会社内の転勤であるので欠落が生じるはずが無い。調査の上、欠落

期間が無いように記録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された人事台帳及び雇用保険の記録から判断すると、申立

人は、同社に継続して勤務し（昭和 37 年６月 20 日に、同社Ｂ事業所から

同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

37 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としているが、オンライン記録における

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日は、Ｃ健康保険組

合が記録している被保険者資格の取得日と一致していることから、事業主

は、昭和 37 年７月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事



  

務所は、申立人に係る同年６月の保険料の納入の告知を行っておらず、事

業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



  

神奈川厚生年金 事案 4366 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 51 年 11 月１日に厚生年金保険被保険者資格を

喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ

ることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年４月から同年７

月までは７万 6,000 円、同年８月から 49 年７月までは８万円、同年８月

から 50 年９月までは 11 万 8,000 円、同年 10 月から 51 年９月までは 12

万 6,000 円、同年 10 月は 13 万 4,000 円に訂正することが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月１日から 51 年 11 月１日まで 

    私は、昭和 41 年にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、平成 15 年 10 月

１日に移籍するまで勤務していたが、オンライン記録では、昭和 48 年

４月１日から 51 年 10 月 31 日までのＣ工場に勤務していた期間の記録

が無い。あくまでも一貫して勤務していたので、当該期間について厚生

年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人につい

て、昭和 48 年８月及び 49 年８月の随時決定並びに 50 年 10 月及び 51 年

10 月の定時決定の記録が抹消され、資格喪失日が同年 11 月１日から 48

年４月１日に訂正されていることが確認できる。 

   しかしながら、Ｂ社から提出された申立人に係る人事台帳及び在籍証明

書により、申立人が申立期間において継続してＡ社に勤務していたことが

認められる上、Ｂ社が提出した厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書

により、申立人は昭和 51 年 11 月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失

したことが確認できることから、申立人が 48 年４月１日に厚生年金保険

被保険者の資格を喪失する旨の届出を事業主が行ったとは考え難い。 



  

   なお、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の氏

名と漢字は同一で読み方が異なる者が、申立人が厚生年金保険の被保険者

資格を喪失した昭和 48 年４月１日に資格を取得していることが確認でき

る上、申立人の被保険者記録において、申立人の生年月日が同者の生年月

日に訂正され、さらに申立人の生年月日に訂正されている形跡が複数回確

認できることから、社会保険事務所において申立人と同者を取り違えて記

載したことがうかがえる。 

   これらを総合的に判断すると、Ａ社の事業主は、昭和 51 年 11 月１日に

厚生年金保険被保険者の資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務

所に対して行ったことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、昭和 48 年４月から同年７月までは７万 6,000 円、同年８月から 49 年

７月までは８万円、同年８月から 50 年９月までは 11 万 8,000 円、同年

10 月から 51 年９月までは 12 万 6,000 円、同年 10 月は 13 万 4,000 円と

することが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 4367 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 46 年８月１日に厚生年金保険被保険者資格を

取得し、47 年８月 11 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立期間について、厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、３万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年８月１日から 47 年８月 11 日まで 

    私は、昭和 45 年３月に高校を卒業後、Ｂ社に勤務した。その後、46

年８月にＡ社に就職し、47 年８月に同社を退職した後、同年 10 月から

Ｃ社に採用され現在に至っている。しかしながら、Ａ社に勤務していた

当時の厚生年金保険の記録が欠落している。健康保険にも加入していた

記憶があるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認したところ、申立

人と同姓同名で、生年月日が同じ者が昭和 46 年８月１日に被保険者の資

格を取得し、47 年８月 11 日に同資格を喪失している基礎年金番号に未統

合の厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

   また、申立人から提出のあった経歴調査票に、昭和 46 年８月２日に就

職し、在職中であると 47 年７月 25 日付けでＡ社社長が回答した旨の記載

が確認でき、申立人が申立期間において同社に勤務していたことが推認で

きることから、前記の記録は申立人の記録と認められる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 46 年８月１日

に厚生年金保険被保険者資格を取得し、47 年８月 11 日に同資格を喪失し



  

た旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者原票から、３

万円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 4368 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和

61 年６月 11 日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年６月１日から同年６月 11 日まで 

    私は、昭和 36 年 12 月 15 日にＡ社に入社し、事業所間の転勤はあっ

たが、平成７年５月末まで継続して同社に勤務していた。しかし、同社

Ｂ工場から同社本店へ転勤したころの厚生年金保険の被保険者記録の一

部が欠落しているので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社保管の人事記録から、申立人が申立期間において同社に継続して勤

務していたことが認められる。 

   また、上記の人事記録から、申立人が昭和 61 年６月 11 日にＡ社Ｂ工場

を転出したことが確認できる。 

   一方、オンライン記録によると、申立人はＡ社Ｃ工場において昭和 36

年 12 月 15 日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、43 年９月１日に同

資格を喪失後、同日付けで同社Ｂ工場において再度同資格を取得し、61

年６月１日に同資格を喪失後、同年６月 11 日に同社本社において再度資

格を取得している。 

   このことについて、Ａ社は同社Ｂ工場が誤って申立人の資格喪失日を届

け出たことを認めている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保

険被保険者の資格喪失日に係る記録を昭和 61 年６月 11 日にすることが必

要である。

 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 4609 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年６月から２年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成元年６月から２年２月まで 

私の国民年金の加入手続は、平成３年７月に私の妻が、区役所で婚姻届

を出したときに行い、その場でその月の国民年金保険料を納付した。その

際、窓口の職員から、２年間はさかのぼって保険料を納付することができ

ると聞いたので、手続をしてもらい、後日、納付書で、妻が、さかのぼっ

た期間の保険料１か月分と当月分の保険料の計２か月分を郵便局や金融機

関で毎月納付してきた。それにもかかわらず、申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付したとするそ

の妻は、申立人の国民年金の加入手続を、婚姻の届出をした平成３年７月に

行ったと述べているが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の手

帳記号番号は、４年５月に払い出されていることに加え、申立人の手帳記号

番号の前後の番号の 20 歳到達直後に国民年金に加入している被保険者の資

格取得日から、申立人の加入手続時期は、同年４月以降であると推認され、

申立内容と合致しない。 

   また、申立人の妻は、平成３年７月に区役所で国民年金の加入手続を行い、

納付書により、さかのぼって２年分の国民年金保険料を毎月納付してきたと

述べているが、加入手続時期と推認される４年４月以降に、その時点におい

て時効直前の２年３月の保険料から納付していることが確認でき、申立内容

と一致しない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、平成４年５月に

払い出された国民年金手帳記号番号とは別の手帳記号番号が払い出される必



 

  

要があるが、申立人は、申立期間から手帳記号番号の払出時期を通じて同一

区内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されたとは考えにくく、そ

の形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4610 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年 11 月から 55 年 12 月までの期間及び 57 年３月から 59

年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 54年 11月から 55年 12月まで 

② 昭和 57年３月から 59年９月まで 

私は、昭和 54年 11月及び 57年３月に会社を退職した後、それぞれ国民

年金の加入手続を行ったが、具体的な手続時期や手続場所、誰が手続を行

ったかについては憶えて
おぼ

いない。申立期間①及び②の国民年金保険料につ

いては、59 年 10 月から 62 年３月までの間に、私の母親が、送られてきた

納付書によりさかのぼって一括して納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年 11 月及び 57 年３月に会社を退職した後、それぞれ国

民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人は、具体的な手続時期

や手続場所及び誰が手続を行ったかについての記憶が定かではないことから、

申立期間①及び②当時の国民年金の加入状況が不明である。 

   また、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料について、その母親

が昭和 59 年 10 月から 62 年３月までの期間にまとめて納付したと主張して

いるが、オンライン記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出

された同年１月の時点では、56 年１月から 57 年２月までの厚生年金保険加

入期間は記録統合されておらず、54 年 11 月から 59 年９月までの期間はすべ

て未納期間であったと推認できることから、当該未納期間のうち、申立期間

①及び②の保険料のみ納付したとする申立人の主張は不自然である。 

   さらに、申立人は、その母親が昭和 59 年 10 月から 62 年３月までの間に申

立期間①及び②の国民年金保険料をさかのぼってまとめて納付したと主張し



 

  

ているが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された同年１月の直後に、

59 年 10 月から 63 年３月までの保険料が複数回にわたりさかのぼってまとめ

て納付されていることが確認でき、その保険料の合計金額は、その母親がさ

かのぼってまとめて納付したとする保険料額とおおむね一致していることか

ら、申立人の主張は、手帳記号番号が払い出された直後に、その母親が複数

回にわたりまとめて保険料を納付したことを記憶していることによるものと

考えられる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4611 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年８月から 44 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 40年８月から 44年 12月まで 

私は昭和 45 年に結婚し、しばらくして集金人が自宅に来て国民年金保険

料の納付を勧められたことをきっかけに、保険料を納付し始めた。その際、

保険料を納付していない期間があるので納付するように促されたが、一括

で納付できなかったので、一定期間、分割で集金人に納付した。申立期間

の保険料をそのように分割で納付したはずであり、未加入とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を昭和 45 年に結婚した後、自宅に来

た集金人に分割で納付したと述べている。しかし、申立人が当時居住してい

たいずれの市でも集金人制度が存在していたものの、集金人に納付すること

ができた保険料は現年度分のみであり、過年度分の保険料を徴収することは

できなかったことから、過年度分の保険料を集金人に納付したとする申立内

容は不自然である。 

   ちなみに、特殊台帳では、申立人は、昭和 45 年４月から同年６月までの期

間及び 48 年１月から同年３月までの期間について、申立人の夫は、44 年 10

月から 45 年３月までの期間及び 48 年１月から同年３月までの期間について、

国民年金保険料が過年度納付されている記録が確認できるが、納付書により

納付したものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したとする時期は、第１

回特例納付制度の実施時期であり、同制度に基づき、さかのぼって保険料を

納付することが可能ではあったが、過年度分の保険料と同様に特例納付に係

る保険料も集金人に納付することができなかった上、申立人からも同制度を



 

  

利用して納付したとする主張は無く、同制度に基づき、申立期間の保険料を

納付したとも考え難い。 

   さらに、オンライン記録と同様に、申立人の所持する年金手帳の「初めて

被保険者となった日」には「昭和 45 年４月 20 日」との記載があり、特殊台

帳の被保険者資格取得年月日欄にも同様の記載がされていることに加え、45

年に行った加入手続に基づき、払い出された国民年金手帳記号番号とは別の

手帳記号番号が払い出された形跡も見られないことから、申立期間は未加入

期間で、国民年金保険料を納付することができなかったと考えられる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4612 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年 12 月から平成３年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 62年 12月から平成３年３月まで 

私が大学生であった昭和 62 年 12 月から平成３年３月までの間に、母親

が、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を一括で

納付してくれたはずである。申立期間が未加入とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、大学生であった昭和 62 年 12 月から平成３年３月までの間に、

その母親が、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険

料を一括で納付してくれたはずであると主張しているが、申立人自身は、国

民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年

金の加入手続等を行ったとするその母親は、加入手続の時期や保険料の納付

方法、納付金額等について憶
おぼ

えていないと述べていることから、申立期間当

時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険

者資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、平成３年

７月又は同年８月ごろと推認され、申立人は、申立期間当時は、大学生であ

ったとしていることから、申立期間は、国民年金の任意加入期間であったと

考えられ、申立人の国民年金の加入手続が行われたと推認される同年７月又

は同年８月の時点では、さかのぼって国民年金に加入することはできないた

め、申立期間は、国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付すること

ができない期間である。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成３年８月に払い出されて

いることが確認でき、申立人は、申立期間から手帳記号番号の払出時期を通



 

  

じて、同一市内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4613 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年３月から 62 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52年３月から 62年２月まで 

私は、大学を卒業後、実家のＡを手伝っていたので、両親が私の国民年

金の加入手続を行い、母親が国民年金保険料を納付してくれていた。私の

母親が、私が大学を卒業してから昭和 62 年３月に就職するまでの保険料を

母親の居住地で納付してくれていたにもかかわらず、その保険料納付記録

のデータを社会保険事務所（当時）が改ざん・消去してしまい、申立期間

が未加入期間とされてしまった。母親が納付してくれていた保険料納付記

録のデータを元に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その両親が国民年金の加入手続を行い、申立人の母親が自身の

居住地で申立人の国民年金保険料を納付してくれていたと述べているが、申

立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、その母親

は、現在高齢のため証言を得ることは難しく、当時の加入状況及び保険料の

納付状況が不明である。 

   また、昭和 61 年４月より前は、旧国民年金法が適用されていた期間であり、

海外在住者は、国民年金の被保険者資格を取得することができなかったが、

申立人については、申立人の改製原戸籍附票から、申立期間のうち、52 年４

月から 60 年 11 月までの期間、海外へ出国し日本国内に住所を有していなか

ったことが確認でき、当該期間においては、申立人は国民年金に加入するこ

とができない。 

   さらに、国民年金制度は、被保険者自身の住所地で加入手続等を行うもの

であるが、日本へ帰国後、申立期間のうち、昭和 61 年４月から 62 年２月ま

での期間は、申立人自身は、その母親とは別の住所地で住民登録を行ってお



 

  

り、その母親が、自身の住所地で申立人の国民年金の加入手続等を行うこと

はできない期間である。 

   加えて、当時、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当

たらず、申立人は両親から年金手帳を受け取ったかどうか不明としている上、

申立人は、国民年金保険料の納付を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、ほかに保険料の納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4614 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年６月から３年３月までの期間及び 11 年４月から同年８月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成元年６月から３年３月まで 

② 平成 11年４月から同年８月まで 

私が 20 歳になってしばらくしてから、国民年金保険料を納付するための

伝票のようなものが何度も届いたので、母親が、市役所の支所へ行き、そ

の伝票のようなもので申立期間①の保険料をさかのぼってまとめて納付し

てくれた。 

その後、母親が、市役所の支所で私の国民年金の被保険者資格の喪失手

続を行ったが、１か月もしないうちに再び市役所の支所へ行き、国民年金

の被保険者資格が継続されるように手続を行い、申立期間②の国民年金保

険料を納付してくれた。 

申立期間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、20 歳になってしばらくしてから、国民年

金保険料を納付するための伝票のようなものが何度も届いたので、その母親

が、市役所の支所へ行き、その伝票のようなもので申立期間①の保険料をさ

かのぼってまとめて納付してくれたと主張しているが、申立人の国民年金手

帳記号番号は、平成３年６月ごろに払い出されており、申立人が所持する年

金手帳では、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、同年４月とされ

ていることが確認できる上、申立人は、申立期間①から手帳記号番号の払出

時期を通じて同一市内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情は見当たらないことから、申立期間①は、国民年

金の未加入期間で、保険料を納付することができない期間である。 



 

  

   また、申立期間②について、申立人は、その母親が、市役所の支所で申立

人の国民年金の被保険者資格の喪失手続を行ったが、１か月もしないうちに

再び市役所の支所へ行き、国民年金の被保険者資格が継続されるように手続

を行い、申立期間②の国民年金保険料を納付してくれたと主張しているが、

申立人は、平成 11 年４月に国民年金の被保険者資格を喪失し、同年９月に

再び国民年金に任意加入していることが、申立人が所持する年金手帳により

確認できることから、申立期間②は国民年金の未加入期間であり、保険料を

納付することができない期間である。 

   さらに、申立期間②は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であ

り、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られて

いた状況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは

考えにくい。 

   加えて、口頭意見陳述を実施した結果においても、申立人の母親が申立期

間①及び②の国民年金保険料を納付していたとの心証を得ることはできなか

った上、当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4615 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年 11 月から２年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成元年 11月から２年５月まで 

私は、会社を退職した平成元年 11 月に、私の母親に勧められて区役所の

出張所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行った。申立期間の国

民年金保険料については、送付されてきた納付書により最寄りの金融機関

で保険料を納付したことを憶
おぼ

えている。申立期間が未加入で、保険料を納

付していなかったとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した平成元年 11 月に、区役所の出張所で厚生年金保

険から国民年金への切替手続を行い、金融機関で国民年金保険料を納付して

いたと主張しているが、申立人は、具体的な切替手続の方法や保険料の納付

金額等についての記憶が定かではないことから、申立期間当時の国民年金の

加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の年金手帳には厚生年金保険の記号番号は記載されているも

のの、国民年金の記号番号及び被保険者となった日については記載されてい

ない上、オンライン記録も申立期間は未加入期間であることから、国民年金

保険料を納付することができない期間であるとともに、申立人に対して国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらな

い。 

   さらに、申立人は、会社を退職した際、その母親に勧められて国民年金へ

の切替手続を行ったと主張しているが、当時、母親は、申立人に国民年金に

加入するように勧めた記憶は無いとしていることから、申立内容と一致しな

い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資



 

  

料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4616 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 61年３月まで 

私は、昭和 58 年３月に会社を退職した後、すぐに区役所で国民年金の加

入手続を行い、同年６月に転居した際も、すぐに転居先の区役所で国民年

金の住所変更の届出を行った。時期や場所、方法は憶
おぼ

えていないが、申立

期間の国民年金保険料を納付していたはずである。申立期間が未加入で保

険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58 年６月に転居した際、すぐに転居先の区役所で国民年金

の住所変更の届出を行ったと述べている。しかし、申立期間直後の 61 年４

月に自身の国民年金第３号被保険者の届出に基づき、同区で国民年金被保険

者名簿が作成されている。仮に 58 年６月時点において住所変更の届出がな

されていた場合、当該名簿は同年同月に作成され、61 年４月に新たに被保険

者名簿が作成される必要はなく、申立内容は不自然である。 

   また、申立期間当時、申立人に対して既に払い出されていた国民年金手帳

記号番号とは別の手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申立

人自身も、今まで受け取った年金手帳は１冊であるとしており、別の手帳記

号番号に基づき申立期間の国民年金保険料を納付していたとは考え難い。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたと述べてい

るものの、保険料の納付に関して、納付時期、場所及び方法など具体的なこ

とを記憶しておらず、申立期間当時の保険料の納付状況が不明である。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4617 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 10 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月から 53年３月まで 

私は、昭和 53 年３月又は同年４月ごろ、郷里から私たち兄弟に会いに来

てくれた母親から、今ならさかのぼって国民年金保険料を納付できるので、

必ず国民年金に加入するよう勧められた。母親が長兄に対して、私と次兄

の国民年金の加入手続をするように勧めるとともに、保険料をさかのぼっ

て納付することができるはずだから、さかのぼれる分をすべてさかのぼっ

て納付する手続をするよう頼んでいたことを記憶している。 

申立期間の国民年金保険料については、長兄か次兄が納付したと思う。

私はその当時、次兄が経営する会社に勤めていたので、次兄が私の給与か

ら分割で保険料相当額を控除していたようである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年３月又は同年４月に母親の強い勧めにより、当時、そ

の母親が長兄に依頼して次兄と共に国民年金の加入手続を行い、申立期間の

国民年金保険料をさかのぼって納付してもらったと述べている。しかし、申

立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人

の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとする申立人の長兄及

び次兄は既に他界していることから、申立期間の国民年金の加入手続及び保

険料の納付状況は不明である。 

   また、特殊台帳によれば、申立人は、昭和 53 年４月からの国民年金保険料

を現年度納付しており、昭和 53 年度までに国民年金の再加入手続を行った

と推認できる。しかし、申立人と同時に国民年金に加入したとする次兄につ

いては、特殊台帳から、申立人が厚生年金保険の被保険者であった昭和 45



 

  

年２月ごろに次兄の妻と同時に国民年金の加入手続を行い、夫婦共に同年１

月から、保険料の納付を開始しており、さかのぼって保険料を納付した形跡

もうかがえないことから、申立人と同じころに国民年金に加入し、保険料を

納付したとする申立内容と一致しない。 

   さらに、申立人が所持する国民年金手帳において被保険者資格を再び取得

した日が昭和 48 年 10 月 17 日とされていることから、この日までさかのぼ

って国民年金保険料を納付したはずであると述べているが、資格取得日は、

加入手続時期及び保険料の納付の始期を特定するものではなく、当該年金手

帳に記載された資格取得日をもって、当該取得日までさかのぼって保険料を

納付していたと推認することは困難である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに当該期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4618 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月及び同年 11月 

会社を退職時に、退職した会社の従業員が行ったか、退職後に、私が行

ったか憶
おぼ

えていないが、誰かが、私の国民年金の加入手続を行ったと思う。 

私は、申立期間の国民年金保険料を納付した記憶が無いが、退職時に、

退職した会社の給与又は退職金から税金等を控除する旨の説明を受けた記

憶があるので、申立期間の保険料も、その際に一緒に控除により納付した

と思う。 

私が持っている年金手帳の国民年金の「初めて被保険者となった日」の

欄には、「昭和 61 年 10 月１日」と書かれているから、申立期間の国民年

金保険料を納付しているはずである。 

申立期間が未加入とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、誰かが、申立人の国民年金の加入手続を行ったとしているが、

国民年金の加入手続を行った人物、時期及び場所についての記憶が明らかで

ないことに加え、申立人は、自ら、国民年金保険料を納付したとする記憶が

無く、申立期間当時の具体的な国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は

不明である。 

   また、申立人は、申立期間直前に勤務していた会社を退職した際に、退職

した会社の給与又は退職金からの控除による方法で、その会社が、申立期間

の国民年金保険料を納付したと思うとしているが、その会社と同社の労働組

合との間で締結された「賃金から控除するものに関する協定書」には、「国

民年金保険料」を控除する旨の記載は無く、申立人の給与明細書からも、

「国民年金保険料」が控除されていないことが確認できる。このように、被



 

  

保険者本人が、住所地の自治体に納付することを原則とする国民年金保険料

を、その勤務する会社が、給与や退職金から控除し、被保険者に代わって納

付することも考えにくい。 

   さらに、申立人は、年金手帳に記載された国民年金の「初めて被保険者と

なった日」の欄に「昭和 61 年 10 月１日」と書かれているため、申立期間の

国民年金保険料を納付しているはずであるとしているが、申立人の年金手帳

の「国民年金の記録」欄の「被保険者となった日」には、申立期間の国民年

金の加入記録は記載されていないことに加え、オンライン記録では、申立人

が、申立期間当時、国民年金に加入したとする形跡は確認できない。仮に、

申立人の国民年金の被保険者資格取得日が、申立人が所持する年金手帳の

「初めて被保険者となった日」の欄に記載されたとおりの日付であったとし

ても、資格取得日は、加入手続時期にかかわらず、強制加入期間の初日まで

さかのぼるため、加入手続時期及び保険料納付の始期を特定するものではな

い。 

   加えて、申立人は、申立期間の始期から国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた時期を通じて、同一市内に居住していることに加え、申立期間の始期か

ら手帳記号番号が払い出された時期までは、５か月と短期間であるため、別

の手帳記号番号が払い出されるとは考えにくい。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4619 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年 12 月から９年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年 12月から９年 11月まで 

私は、就職した会社が平成９年 12 月に社会保険の適用事業所になるため、

上司から年金手帳の提出を求められたが、当時、年金手帳を持っていなか

ったので、年金手帳を作るために区役所に行き、国民年金の加入手続を行

った。その際、役所の担当者から、「今までの未納分をさかのぼって納付

できる。」と言われたので、納付可能な２年分の国民年金保険料を納付で

きるよう取り計らってもらい、後日、手続を行った区役所ではなく社会保

険事務所（当時）から納付書のつづりが郵送されてきたことを記憶してい

る。時効により納付できなくなる前に１か月分ずつ納付したにもかかわら

ず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、就職した会社が平成９年 12 月に社会保険の適用事業所になるこ

とから、上司から年金手帳を提出するように指示されたため、申立人の住所

地の区役所に行き、国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人

が所持している年金手帳の基礎年金番号の記号は、申立人の住所地の区を管

轄する社会保険事務所のものではなく、会社の所在地を管轄する社会保険事

務所のものであることから、その年金手帳は、その会社が申立人の厚生年金

保険の新規資格取得に係る届出を行ったことに伴い発行されたものであり、

申立人が会社に年金手帳を提出する前に申立人の住所地の区役所で手続を行

ったとする主張とは一致しない。 

   また、仮に平成９年 12 月ごろに国民年金の加入手続を行い、過去の未納分

の国民年金保険料の納付書が作成されたとしても、その時点で作成されるの

は、区役所で作成される同年４月以降の現年度分の納付書と社会保険事務所



 

  

で作成される同年３月以前の過年度分の納付書の２種類となり、その使用期

限が異なることから、申立期間の２年分の保険料を毎月１か月分ずつ納付す

る方法では、申立期間の保険料のすべてを納付することは不可能である上、

申立人が毎月納付していたとする合計 24 回の納付記録が、すべて記録管理

の不備により記録されていなかったとは考え難い。 

   さらに、口頭意見陳述により申立人の国民年金加入手続及び申立期間の国

民年金保険料の納付についての聴取を行ったが、国民健康保険など申立期間

当時のほかの手続等に関する記憶に比べ、国民年金の加入手続及び申立期間

の保険料の納付に関する記憶については曖昧
あいまい

であり、聴取した事項のほとん

どについては平成 11 年 12 月以降の保険料を納付していた時期の事情と考え

ると、むしろ自然であることから、申立人の主張している内容は申立期間当

時の事情ではなく、同年同月以降の保険料を納付していた当時の事情と考え

られ、申立期間の保険料を納付していたとの心証は得られなかった。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4620 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年９月から同年 11 月までの期間及び平成元年２月から同

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 63年９月から同年 11月まで 

② 平成元年２月から同年３月まで 

私は、平成元年４月に入社した会社の総務担当者から、入社した年の翌

年か翌々年の２年か３年の春ごろに、私の国民年金保険料について未納期

間がある旨の連絡を受けたので、その担当者と相談し、次回の賞与から当

該期間の保険料額を控除することとした。 

金額は憶
おぼ

えていないが、確かに数か月分の国民年金保険料に相当する額

を賞与から控除されたことは憶
おぼ

えており、申立期間が未加入期間で、保険

料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成元年４月に就職した会社の総務担当者から、就職前の申立

期間①及び②の国民年金保険料が未納である旨の連絡を受けたので、次回の

賞与から当該保険料額を控除したと主張しているが、会社が保険料の徴収を

代行して納付する制度は無いことから、申立人に支給された賞与から当該保

険料相当額が控除されたとは考えにくい。 

   また、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付するためには、

申立人が国民年金の加入手続を行った上で、申立人に厚生年金保険の記号番

号とは別の国民年金手帳記号番号が払い出されていなければならないが、申

立人には手帳記号番号が払い出されていた形跡が無く、当該期間は、国民年

金に未加入で、納付書は発行されていなかったと考えられることから、保険

料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（賞与明細書、源泉徴収票等）も無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4621 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年６月から 59 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57年６月から 59年９月まで 

私は、昭和 50 年１月に、市役所で国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料を納付し始めた。 

「ねんきん特別便」か「ねんきん定期便」が送付されてくるまで、私は、

国民年金の記録に未加入期間があると思っていなかった。 

私は、国民年金に加入して国民年金保険料を納付してきたにもかかわら

ず、申立期間が未加入であることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年１月の国民年金の加入手続後、国民年金保険料を納付

し始め、「ねんきん特別便」か「ねんきん定期便」が送付されてくるまで、

国民年金の記録に未加入期間があるとは思っていなかったと述べているが、

申立人の所持する旅券には、申立期間の始期である 57 年６月から 58 年６月

までの期間、申立人は海外に出国していた旨の記載がなされていること、及

び住民票によると、59 年９月に帰国し、国内に転入していることが確認でき

ることから、申立人は、申立期間中、国内に住民登録が無く、国民年金に加

入することができなかったものと考えられる。 

   また、申立人は、昭和 57 年度の国民年金保険料通知書を所持していること

から、申立期間中である同年度の保険料を口座振替で納付していたと思うと

述べているが、仮に、同通知書に記載されている銀行の預金口座から、申立

人の同年度の保険料として振替がされていた場合、昭和 57 年６月以降は国

民年金の資格記録が無いため、保険料の還付に係る記録が残ると考えられる

が、オンライン記録にその記録が見受けられない。 

   さらに、申立人の所持する年金手帳にも、昭和 57 年６月 11 日に国民年金



 

  

の資格を喪失した記録及び 59 年 10 月 12 日に同資格を新たに取得した記録

が記載されている。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4622 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年５月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年５月から 60年３月まで 

私が 20 歳になったときに、父親が私の国民年金の任意加入手続を行った。

私は、父親から、加入後の国民年金保険料については、私の母親が納付し

ていたと聞いている。申立期間が未加入で保険料が納付済みとされていな

いことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になったときに、その父親が申立人の国民年金の任意加入

手続を行い、その後の国民年金保険料については、その母親が納付していた

と主張しているが、申立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に

直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行ったとする父親は、

申立人の国民年金の加入手続についての記憶が定かではない上、申立期間の

保険料を納付していたとする母親は既に他界していることから、申立期間当

時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の所持する年金手帳は、その様式から昭和 61 年４月以降に発

行されたものであることから、申立人が 20 歳になった 58 年ごろに任意加入

手続を行ったとする申立内容と一致しない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4623 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61年７月から同年９月まで 

私は、年金事務所で「ねんきん特別便」について問い合わせをした際、

昭和 62 年２月に申立期間の国民年金保険料が還付された記録が残っている

との説明を受けたが、還付請求の手続を行ったことや保険料が還付された

記憶は無い。申立期間は第３号被保険者期間と認められているが、保険料

は納付していることから還付してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、申立人の夫が厚生年金保険に加入していた期間であるが、当

初、当該期間は国民年金第１号被保険者期間であり、申立人は、昭和 61 年

11 月に、同年４月から同年９月までの国民年金保険料をさかのぼってまとめ

て納付した後、申立期間である同年７月から同年９月までの期間が第３号被

保険者期間に種別変更されていることが確認できることから、申立期間の保

険料は過誤納として還付手続が行われていたことについて不自然さはみられ

ない。 

   また、申立期間に係る還付事務処理の詳細については、オンライン記録で

確認でき、還付期間、還付決議日及び還付金額が明確に記録されている上、

申立人の被保険者名簿には、還付済期間のゴム印が押されていること、及び

還付整理番号が記載されていることから、その記録内容に不合理な点はなく、

ほかに申立人に対し国民年金保険料が還付されたことを疑わせる事情も見当

たらない。 

   さらに、オンライン記録には、還付金が振り込まれた金融機関名が確認で

き、申立人もその金融機関に自分名義の口座があったと思うと述べている。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4624 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年４月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から平成３年３月まで 

私は、仕事を辞めたのを契機に、昭和 61 年４月ごろ、区役所で国民年金

の加入手続を行った。その際、その月の国民年金保険料を区役所の窓口で

納付した。その後の保険料については、自宅に来た集金人に納付した。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、仕事を辞めたのを契機に、昭和 61 年４月ごろ、区役所で国民年

金の加入手続を行い、その際、その月の国民年金保険料を区役所の窓口で納

付したと主張しているが、申立人が納付したとする区役所の窓口では、その

当時、保険料の収納を行っていなかったことが確認できることから、申立人

の主張と一致しない。 

   また、申立人は、その後の国民年金保険料については、自宅に来た集金人

に納付していたと主張しているが、申立期間当時、申立人が居住していた区

では、集金人による保険料の収納は行われていなかったことが確認できる上、

申立人が納付したとする金額は、当時の保険料額と大きく異なっている。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4625 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年７月から４年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年７月から４年６月まで 

アルバイト先で知り合った人たちや友人の間で、年金のことが話題にな

ったことがあり、私も将来のことを考えて、平成４年７月に区役所で国民

年金の加入手続を行った。同時に窓口の担当者に２年分の国民年金保険料

をさかのぼって納付することができると説明を受けた。その担当者が、

「ちょうど納付書が２枚あります。」と言って、さかのぼって納付するた

めの納付書を２枚発行してくれた。加入手続の翌日、最初に平成２年度及

び３年度の保険料として、21 万何千円かを区役所内の金融機関で納付し、

その後の保険料は、毎月納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成４年７月に区役所で国民年金の加入手続を行ったと述べて

いるが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号

番号は６年８月に払い出されていることから、申立人が加入手続を行ったの

は同年同月ごろと推認され、申立人が主張する加入手続の時期と一致しない。 

   また、申立人は、平成２年度及び３年度の国民年金保険料として、21 万何

千円かを納付したと述べているが、現に過年度により納付していることが確

認できる平成４年７月から６年３月までの保険料額は 21 万 3,300 円であり、

当該期間の保険料額とは一致しているが、平成２年度及び３年度の保険料額

とは一致しないことから、申立人が納付したとする保険料は、２年度及び３

年度の分とは考え難い。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、平成６年８月に

払い出された国民年金手帳記号番号とは別の手帳記号番号が払い出される必



 

  

要があるが、申立人は、申立期間から手帳記号番号が払い出された時期を通

じて同一区内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されるとは考えに

くく、その形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4626 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年４月から９年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年４月から９年３月まで 

私は、学生時代に国民年金に加入していなかったが、就職に際して年金

手帳の提出を求められ、平成９年３月ごろ、私の父親が、区役所で私の国

民年金の加入手続を行った。その際、区役所の窓口担当者から過去２年分

の国民年金保険料をさかのぼって納付することができると説明を受け、２

年分の納付書の発行手続も行い 24枚の納付書を手渡しで受け取った。 

また、区役所の窓口担当者に、「過年度の国民年金保険料は、区役所で

はなく銀行で納付してください。」と教えられ、父親が自身の銀行の預金

口座からお金を下ろし、平成９年３月中に区役所か市役所内の銀行の出張

所で、まとめて受け取った 24 枚の納付書を持参して、30 万円ぐらいの保

険料を一括で納付した。 

このように、父親が納付したにもかかわらず、申立期間が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保

険料を一括で納付したと述べているが、申立人自身は保険料の納付に直接関

与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行ったとするその父親は、国

民年金の加入状況については憶
おぼ

えているものの、保険料の納付方法、納付場

所等についての記憶は曖昧
あいまい

かつ不正確であり、保険料の納付状況が不明であ

る。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号導入後に加入手続を行い、

国民年金保険料を納付したとの申立てであり、同番号に基づき、保険料の収

納事務の電算化が図られていた状況下において、申立期間の記録管理が適切



 

  

に行われていなかったとは考えにくい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、口頭意見陳述においても申立期間

の保険料の納付を裏付ける証言を得ることができず、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4627 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年４月から 12 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 11年４月から 12年３月まで 

私は、学生時代に国民年金に加入していなかったが、就職に際して年金

手帳の提出を求められ、平成 12 年 10 月ごろ、私の父親が、区役所で私の

国民年金の加入手続を行った。以前、その父親が、私の兄の加入手続を行

ったとき、区役所の窓口担当者から過去２年分の国民年金保険料をさかの

ぼって納付することができると説明を受けていたので、２年分の納付書の

発行手続も行った。当該担当者に、「過年度の国民年金保険料は、区役所

ではなく銀行で納付してください。」と教えられていたので、父親が自身

の銀行の預金口座からお金を下ろし、そのころ区役所か市役所内の銀行の

出張所で、まとめて受け取った 24 枚の納付書を持参して、30 万円ぐらい

の保険料を一括で納付した。 

このように、父親が納付したにもかかわらず、納付記録は 12 か月だけと

なっており、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保

険料を一括で納付したと述べているが、申立人自身は保険料の納付に直接関

与しておらず、申立人の国民年金の加入手続等を行ったとするその父親は、

国民年金の加入状況については憶
おぼ

えているものの、保険料の納付方法及び納

付場所等についての記憶は曖昧
あいまい

かつ不正確であり、保険料の納付状況が不明

である。 

   また、申立人の父親は、まとめて受け取った 24 枚の納付書を持参して、区

役所又は市役所内の銀行の出張所で、30 万円ぐらいの国民年金保険料を一括

で納付したと述べているが、その父親が申立期間の保険料と合わせて一括で



 

  

納付したとしている納付済みの平成 12 年度の 12 か月分の保険料について、

平成 12 年 10 月 30 日に７か月分を納付し、同年 12 月 11 日に残り５か月分

を納付していることが確認できることから、２年分の保険料を一括で納付し

たとする申立内容と合致しない。ちなみに、提出された預金取引明細書の引

き出し記録は、上記の期間の納付期日に対応している。 

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号導入後に加入手続を行

い、国民年金保険料を納付したとの申立てであり、同番号に基づき、保険料

の収納事務の電算化が図られていた状況下において、申立期間の記録管理が

適切に行われていなかったとは考えにくい。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、口頭意見陳述においても申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4628 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年２月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年２月から平成３年３月まで 

私の父親は、私が 20 歳になったのをきっかけに、私の国民年金の加入手

続を行った。申立期間の国民年金保険料について、納付方法等は具体的に

分からないが、納付に関する勧奨があり、父親が納付したはずである。申

立期間が未加入で保険料を納付していないとされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 63 年＊月ごろに、その父親が申立人の国民

年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、

申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立

人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとする申立人の父親

は既に他界していることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が

不明である。 

   また、申立人の所持する年金手帳は、申立人が平成３年４月に就職して、

厚生年金保険の被保険者となった際に交付されたものであり、オンライン記

録も申立期間は未加入期間であることから、国民年金保険料を納付すること

ができない期間であるとともに、申立人に対して国民年金手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ



 

  

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4629 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年２月から同年４月までの期間、同年８月から同年 10 月

までの期間、60 年２月から 61 年１月までの期間、同年５月から 62 年１月ま

での期間及び同年５月から同年７月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 59年２月から同年４月まで 

② 昭和 59年８月から同年 10月まで 

③ 昭和 60年２月から 61年１月まで 

④ 昭和 61年５月から 62年１月まで 

⑤ 昭和 62年５月から同年７月まで 

私は、アルバイトをしていた昭和 58年 10月から同年 12月ごろ、区役所

で国民年金の加入手続を行った。その後、59 年１月か同年２月に別の会社

でアルバイトを始め、国民年金保険料は同年同月から納付を開始したと思

う。保険料は、年に２、３回自宅に郵送された「支払通知書」を使い、郵

便局で納付した。その当時、現在所持している年金手帳とは別の年金手帳

があったと思うが、紛失してしまったのか、今は手元に無い。 

昭和 62 年８月に厚生年金保険の被保険者になるまでの約３年間、支払期

限が過ぎて払っていない時期もあったと思うが、国民年金保険料を全く納

付していないとは考えられない。申立期間が国民年金に未加入とされ、保

険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58 年 10 月から同年 12 月までの間に区役所で国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料については 59 年２月から納付を開始し、そ

の後、62 年８月に厚生年金保険の被保険者となるまでの約３年の間に、納付

することができない時期はあったかもしれないが、全く納付していなかった

とは考えられないと述べている。 



 

  

   しかし、申立人の国民年金手帳記号番号の直前の番号を付与された被保険

者が、昭和 62 年９月に厚生年金保険から国民年金へ種別変更していること

から、申立人が国民年金の加入手続を行ったのは同年同月以降と推認でき、

申立人は申立期間において国民年金に未加入であり、国民年金保険料を納付

するための納付書が発行されていたとは考え難い。 

   また、申立人は、申立期間において、現在所持する年金手帳とは別に年金

手帳があったと思うとも述べている。しかし、前述したとおり、現在申立人

が所持する年金手帳に記載された国民年金の記号番号は、昭和 62 年９月以

降に払い出されていることから、申立人の供述どおり申立期間に別の年金手

帳が存在したのであれば、申立人には別の手帳記号番号が払い出されていた

こととなるが、申立人は、20 歳に到達した時期から同年同月まで継続して同

一の区に居住しており、申立期間当時、申立人に別の手帳記号番号が払い出

される特段の事情があったとは考え難く、その形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人には申立期間以外にも国民年金保険料の未納があり、申立

人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書）が無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4630 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年８月及び同年９月 

私は、会社を退職後、市役所から、国民健康保険料の納付書が届いたた

め、平成２年 10月ごろ、市役所支所で、国民健康保険料を納付した。 

その際に、平成２年８月 29 日から同年９月３日までの国民年金保険料も

納付するように言われたため、前妻の分と一緒に国民年金の加入手続を行

い、保険料を納付した。 

申立期間が未加入期間とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成２年 10 月ごろ、市役所支所で、国民年金の加入手続を行っ

たとしているが、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険被保険者記号番号

であった番号であり、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は

無く、申立人の主張とは一致しない。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、申立期間

当時に、国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、申立人は、

今までに受け取った年金手帳は１冊であるとしていることに加え、申立期間

から、基礎年金番号が導入された平成９年１月までの期間を通じて、同一市

内に居住していたことが確認できるため、別の手帳記号番号が払い出される

ことは考えにくく、その形跡も見当たらないことから、申立期間は、未届け

による未加入期間であり、保険料を納付することはできなかったと考えられ

る。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4631 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年 12 月から 63 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 62年 12月から 63年２月まで 

私は、勤務先の会社を退職後の昭和 62 年 12 月ごろ、市役所で国民年金

の加入手続を行った。申立期間の国民年金保険料については、私が市役所

で納付書により納付したと思う。申立期間が未加入で保険料を納付してい

ないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した昭和 62 年 12 月ごろに市役所で国民年金の加入

手続を行ったと主張しているが、申立人の所持する年金手帳には、初めて被

保険者となった日は平成元年４月 28 日と記載されている上、国民年金手帳

記号番号は、元年４月以降に払い出されていることが確認できることから申

立人の主張と一致しない。 

   また、前段のとおり、申立人の所持する年金手帳から確認できる申立人の

国民年金の被保険者資格取得日は平成元年４月 28 日である上、オンライン

記録も申立期間は未加入期間であることから、国民年金保険料を納付するこ

とができない期間であるとともに、申立人は、申立期間の前後を通じて同一

市内に居住しており、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された事

情も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4632 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年７月及び同年８月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61年７月及び同年８月 

私は、昭和 61 年７月に設立して間もない会社に入社したところ、厚生年

金保険の適用事業所ではなかったことから、上司から国民年金に加入する

ように勧められ、区役所の出張所で国民年金の加入手続を行った。申立期

間の国民年金保険料については、納付書により区役所の出張所窓口で２か

月分の保険料を納付した。申立期間が未加入で保険料を納付していないと

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年７月ごろに入社した会社の上司に勧められ、区役所の

出張所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付した

と主張しているが、申立人は、加入手続や保険料の納付についての記憶が

曖昧
あいまい

であることから、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付

状況が不明である。 

   また、申立人の年金手帳には厚生年金保険の記号番号は記載されているも

のの、国民年金については、記号番号及び被保険者となった日が記載されて

いない上、オンライン記録も申立期間は未加入期間であるため、国民年金保

険料を納付することができない期間であるとともに、申立人に対して国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人と同時期に同じ会社に入社したとする同僚についても、申

立期間と同じ期間が国民年金に未加入であることが確認できる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4633 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年１月から６年３月までの期間及び８年１月から同年 10 月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成４年１月から６年３月まで 

② 平成８年１月から同年 10月まで 

私は、平成４年春ごろに、母親から年金手帳を渡されたので、そのころ

に母親が、私の国民年金の加入手続を行ってくれたと思う。その後、母親

が申立期間①の国民年金保険料を納付してくれたはずである。 

また、私は、平成６年４月から勤めていた会社を辞めた後は、時期は不

明だが、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、申立期間②の国

民年金保険料を納付していたはずである。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成４年春ごろに、その母親が、申立人の国民年金の加入手続

を行い、申立期間①の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申

立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、

申立人の国民年金の加入手続等を行ったとするその母親は既に他界している

ことから、申立期間①当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不

明である。 

   また、申立人は、時期は不明だが、平成６年４月から勤めていた会社を辞

めた後に、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、申立期間②の国

民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、厚生年金保険か

ら国民年金への切替手続を行った時期や場所、申立期間②の保険料の納付時

期、納付方法及び納付金額等についての記憶が定かではないことから、申立



 

  

期間②当時の厚生年金保険から国民年金への切替状況及び保険料の納付状況

は不明である。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4634 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年２月から 61 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年２月から 61年４月まで 

私は、昭和 59 年２月ごろに、町役場で国民年金の加入手続を行ったと思

う。その後、毎月、金融機関で納付書に現金を添えて国民年金保険料を納

付していた。 

また、私は、昭和 60 年２月に転居し、転居先で国民年金の住所変更の手

続を行った記憶は無いが、納付書が送られてきたので、毎月、金融機関で

国民年金保険料を納付していたと思う。 

申立期間が未加入とされ、国民年金保険料を納付していないとされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年２月ごろに、町役場で国民年金の加入手続を行ったと

主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、62 年６月に払い出され

ていることが確認できることから、申立人の主張と一致しない上、申立人が

59 年２月当時居住していた町において、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる形跡も見当たらないこと、及びオンライン記録では、

申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、62 年３月とされており、申立

人が申立期間当時国民年金に加入していた記録は見当たらないことから、申

立期間は、国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができ

ない期間である。 

   また、申立人は、毎月、金融機関で申立期間の国民年金保険料を納付して

いたと主張しているが、申立期間当時の保険料の納付金額についての記憶が

無いことから、申立期間当時の保険料の納付状況は不明である上、昭和 60

年２月に転居した際には、国民年金の住所変更の手続を行った記憶は無いと



 

  

していることから、申立人が、転居後の市において保険料を納付していたと

は考えにくい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4635 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年２月から平成２年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年２月から平成２年１月まで 

私は、会社を退職した昭和 57 年 10 月に、父親が私の国民年金の加入手

続を行ったと思っていた。ところが、私はその時点では 19 歳であり、年金

事務所の説明では、20 歳前は国民年金に加入できないということだった。

それならば、加入手続の時期は 20 歳のころなのだろう。加入手続をどこで

行ったかは父親から聞いていないので分からない。 

国民年金保険料の納付は、私の父親が、金融機関で１万円に満たない金

額を定期的に納付していたように思う。 

私は当時、父親と別居していたが、給料の一部を送金しており、父親か

らも国民年金保険料の領収書を見せてもらったことを記憶している。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間に係

る国民年金保険料を納付していたように思うと述べているが、申立人自身は、

国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金

の加入手続等を行ったとするその父親は既に他界しており、申立期間当時の

国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、昭和 58 年＊月ごろに、その父親が申立人の国民年金の加

入手続を行ったとしているが、申立人が、申立期間当時居住していた区に払

い出された申立人の国民年金手帳記号番号は、平成２年２月に払い出されて

おり、申立内容と一致しない上、申立人は、申立期間の始期から当該手帳記

号番号が払い出された時期を通じて、同一住所に居住しており、別の手帳記

号番号が払い出されるとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 



 

  

   さらに、申立人は、申立期間当時、別居していたその父親が、申立人の国

民年金保険料を納付していたと述べているが、保険料の納付書は申立人に対

して送付されることから、その父親が申立人の保険料を納付するには、納付

書を入手する必要があるにもかかわらず、申立人は、その父親が申立人の保

険料の納付書をどのように入手したか等について不明であるとするなど、申

立期間の保険料を納付していたと考えるのは難しい。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4636 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から 56 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 56年 12月まで 

時期や場所については不明であるが、母親が、私の国民年金の加入手続

を行ってくれた。また、時期は不明であるが、母親から年金手帳をもらっ

たときに、私の国民年金保険料はすべて納付してあると聞いており、申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国

民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人自身は国民年金の加

入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手

続等を行ったとするその母親は高齢のため、直接事情を聴取することができ

ないことから、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は

不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 59 年２月に払い出されてい

ることが確認でき、申立人は継続して同一区内に居住していることから、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4637 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年３月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46年３月から 49年３月まで 

私は、20 歳になる前の昭和 46 年３月に就職したときに、勤務先の職員

が私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた

はずである。申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 46 年３月から 48 年＊月までの期間については、申

立人が 20 歳になる前の期間であり、制度上、国民年金に加入することがで

きない期間である。 

   また、申立人は、勤務先の職員が申立人の国民年金の加入手続及び国民年

金保険料の納付を行ってくれたはずであると主張しているが、20 歳になる前

の申立人の加入手続等を、勤務先の職員が行ったとは考え難く、またその事

情もうかがえなかった。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 61 年４月以降に払い出され

ていることが確認でき、申立期間は未加入期間で国民年金保険料を納付する

ことができない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる形跡も見当たらない。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4638 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年７月から５年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年７月から５年４月まで 

私は、20 歳であった平成４年ごろに、市役所から国民年金の加入案内が

届いたので、市役所へ行き、国民年金の加入手続を行った。 

その後、毎月、納付書により自宅近くの郵便局で、国民年金保険料を納

付してきたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳であった平成４年ごろに、市役所から国民年金の加入案内

が届いたので、市役所へ行き、国民年金の加入手続を行ったと主張している

が、申立人の国民年金手帳記号番号は、７年６月に払い出されていることが

確認できることから、申立人の主張と一致しない上、申立人は、申立期間か

ら手帳記号番号の払出時期を通じて、同一市内に居住しており、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   また、申立人は、国民年金の加入手続後、毎月、国民年金保険料を納付し

ていたと主張しているが、申立人が納付していたとする金額は、申立期間当

時の保険料月額と相違している上、ⅰ)申立期間直後の平成５年５月の保険

料は、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された７年６月に納付されて

いること、ⅱ)その後の５年６月から６年４月までの期間及び７年１月から

同年３月までの期間の保険料は、ほぼ毎月、１か月分の保険料が過年度納付

されていることが、オンライン記録により確認できることから、申立人が納

付したのは、当該期間の保険料であると考えるのが合理的である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



 

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4639 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年６月から同年９月までの期間及び９年８月から同年 11 月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成５年６月から同年９月まで 

② 平成９年８月から同年 11月まで 

私は、平成５年６月に会社を退職した際に、年金手帳を持参して、区役

所で国民年金の加入手続を行い、その後、毎月、区役所の窓口で国民年金

保険料を納付していた。 

また、平成９年８月に会社を退職した際には、年金手帳は持参しなかっ

たが、区役所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、その後、

毎月、区役所の窓口で国民年金保険料を納付していた。 

申立期間①及び②が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成５年６月に会社を退職した際に、区役所で国民年金の加入

手続を行い、また、９年８月に会社を退職した際には、区役所で厚生年金保

険から国民年金への切替手続を行ったと主張しているが、申立人が申立期間

①当時居住していた区において、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる形跡は見当たらない上、オンライン記録では、

申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、18 年６月とされていることが

確認できることから、申立期間①及び②は、国民年金の未加入期間で、国民

年金保険料を納付することができない期間である。 

   また、申立人は、申立期間①及び②当時は、毎月、区役所の窓口で国民年

金保険料を納付していたと主張しているが、申立期間①及び②当時の納付金

額についての記憶が定かではないことから、当該期間の保険料の納付状況は

不明である。 



 

  

   さらに、申立期間②は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であり、

同番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていることか

ら、同期間の記録管理が適切に行われていなかった可能性は低い。 

   加えて、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4640 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年９月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 38年９月から 45年３月まで 

私が 20 歳になった昭和 38 年＊月に、父親が自宅近くの市の出張所で国

民年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金保険料については、納

付時期及び納付金額は分からないが、私が結婚するまでは、父親が私の両

親の分と一緒に市役所で納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料

が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保

険料を納付していたと主張しているが、申立人自身は加入手続及び保険料の

納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行ったとするそ

の父親は既に他界している上、申立人は、その父親から国民年金手帳を渡さ

れた記憶も無いことから、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の

納付状況が不明である。 

   また、申立期間当時、申立人と同居していたその兄も、国民年金保険料が

未納となっている。 

   さらに、申立人は、昭和 38 年＊月に、その父親が国民年金の加入手続を行

ったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は 45 年 11 月に払い

出されており、その時点まで申立期間は国民年金未加入期間であったものと

推認できることから、申立人の父親は、市役所で申立期間の国民年金保険料

を納付することができなかったと考えられる上、別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4641 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年５月から 45 年９月までの期間及び 46 年５月から 47 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 42年５月から 45年９月まで 

② 昭和 46年５月から 47年 12月まで 

申立期間①について、私が昭和 43 年５月に会社を退職した後、私の将来

を心配した母親が国民年金の加入手続を行い、42 年５月にさかのぼって国

民年金保険料を納付してくれたはずである。 

申立期間②についても、私が昭和 46 年５月に会社を退職した後、母親が

厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、国民年金保険料を納付し

てくれたはずである。 

国民年金の加入手続、切替手続及び国民年金保険料の納付状況は不明で

あるが、母親が未納期間が無いように納付してくれていたにもかかわらず、

申立期間が未加入又は未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人は、その母親が申立人の国民年金の加

入手続、厚生年金保険から国民年金への切替手続及び国民年金保険料の納付

を行ったと主張しているが、申立人自身は、国民年金の加入手続等に直接関

与しておらず、申立人の国民年金の加入手続等を行ったとするその母親は既

に他界していることから、国民年金の加入状況、切替状況及び保険料の納付

状況が不明である。 

   また、申立人の母親が申立人の国民年金の加入手続を行った時期は、申立

人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険者資格取得日

から、昭和 49 年５月ごろと推認でき、別に手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる形跡も見当たらないことから、申立人の主張を裏付け



 

  

る事情はうかがえなかった。 

   さらに、前述したとおり、申立人の母親は、昭和 49 年５月ごろに申立人の

国民年金の加入手続を行ったものと推認でき、その母親はこのころ、申立人

の国民年金保険料を 48 年１月までさかのぼって納付していることが確認で

き、その時点において、第２回特例納付等により申立期間の納付が可能であ

ったと考えられるが、当該過年度納付を超えて納付していたとする事情及び

形跡は見当たらなかった。 

   加えて、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（確定申告書、預金通帳等）が無く、ほかに申立期間①及び②の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4642 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年５月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年５月から 61年３月まで 

私は、昭和 60 年４月に会社を退職した後、時期は定かではないが、夫を

伴って区役所で国民年金の加入手続を行った。 

加入手続の際に、区役所の職員から厚生年金保険加入期間の後に空白期

間が生じないように勧められたので、さかのぼって国民年金保険料を納付

したことを夫が記憶している。 

年金手帳に、被保険者となった日が昭和 60 年５月２日、強制加入者の欄

に①と記載されており、途切れなく国民年金に加入し、国民年金保険料を

納付していたにもかかわらず、申立期間が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、年金手帳に記載されている昭和 60 年５月２日に国民年金に加入

し、国民年金保険料を納付してきたと述べており、確かに、申立人の年金手

帳には、初めて国民年金の被保険者となった日が「昭和 60 年５月２日」と

記載され、第１号被保険者を示すものと考えられる「①」が付記されており、

申立人が申立期間当時居住していた市の被保険者名簿及びオンライン記録に

おいて、申立人の最初の国民年金被保険者資格取得日が「昭和 61 年４月１

日」となっていることと相違している。 

   しかし、第１号被保険者制度は、昭和 61 年４月から新たに導入されており、

この記載が同年３月以前に行われたとは考え難く、同年６月の加入手続時点

での記載とみられる上、この時点では同年３月以前に第１号被保険者資格を

取得することは制度上あり得ないことから、申立人の所持する年金手帳に記

載された被保険者資格取得日は誤記載であったと推認され、申立人の資格取



 

  

得日は、申立期間当時居住していた市の被保険者名簿及びオンライン記録に

記載された「昭和 61 年４月１日」が正当と考えられる。この加入日を前提

とした場合、申立期間について、申立人は、その夫が厚生年金保険に加入し

ており、国民年金への加入は任意であるため、制度上、任意加入の場合には、

被保険者資格の取得日は加入を申し出た日とされていることから、さかのぼ

って被保険者資格を取得し、国民年金保険料を納付することはできない。 

   また、前述したように、申立人は、昭和 61 年６月に国民年金に加入し、同

年４月から同年７月までの４か月分の国民年金保険料を同年８月にさかのぼ

って一括して納付しているが、これは、同年４月に基礎年金制度の導入をは

じめとする公的年金の制度改正が実施された結果、申立人のように厚生年金

保険の被保険者の配偶者であり、国民年金への加入は任意であった者につい

ても、同年４月以降、強制的に国民年金被保険者となり納付義務が課せられ

申立人の場合は第１号被保険者となったため、さかのぼって保険料を納付す

る必要があったものと考えるのが自然である。 

   さらに、申立期間当時、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い

出されている形跡も見当たらないことから、申立期間について、申立人は国

民年金に未加入で国民年金保険料を納付することができない期間であったと

考えられる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4643 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年 12 月から 15 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 11年 12月から 15年２月まで 

私は、平成 11 年 11 月に会社を退職したときに、会社から国民年金に加

入するよう説明を受けたので、同年 12 月に市役所で国民年金の加入手続を

行った。国民年金保険料については、郵便局、金融機関又は区役所で納付

していた。 

申立期間が未加入で国民年金保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を、郵便局、金融機関又は区役所で

納付していたと主張しているが、申立人は申立期間の保険料の納付時期及び

納付場所等の記憶が曖昧
あいまい

であることから、保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られていた状

況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考えに

くい。 

   さらに、申立人が初めて国民年金の被保険者資格を取得したのは平成 15 年

５月であり、オンライン記録では、申立期間当時、二つの異なる地域の社会

保険事務所（当時）から申立人に対して、国民年金への加入勧奨が複数回行

われていたことが確認できることから、申立期間は未加入期間で、国民年金

保険料を納付することができない期間である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4369 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年７月１日から 43 年９月 20 日まで 

             ② 昭和 52 年 12 月 28 日から 54 年２月１日まで 

    私は、Ａ社が設立された昭和 42 年７月から結婚のため引っ越しした

43 年９月まで同社にＢ職として勤務していたが、社会保険庁（当時）

の記録では、申立期間①の厚生年金保険被保険者記録が無い。そのころ

は保険証をもらったことは覚えているので、厚生年金保険被保険者記録

について調査してほしい。 

    また、昭和 52 年３月から 59 年７月までＣ社にＢ職として継続して勤

務していたが、社会保険庁の記録では、申立期間②の記録が無い。勤務

地、業務内容及び勤務時間も変わっていないため、厚生年金保険被保険

者資格が途切れることは考えられない。当該期間について厚生年金保険

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が同僚として記憶していた２名の証言、Ａ

社の事業主の名前の記憶並びに同社の所在地及び勤務内容の詳細な記憶か

ら、申立人が当該期間において同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ社が所在していたＤ県の独自の厚生年金保険制度が発

足したのは昭和 45 年１月１日であり、申立期間①当時は厚生年金保険の

適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、申立人は、「同僚のうち１名は、後からまとめてお金を支払った

ので、現在年金を受給している。」と供述しているところ、この同僚は、

Ｄ県特例の制度により平成４年に申立期間①を含む期間の国民年金保険料

を追納していることが確認できる。 



  

   さらに、申立期間①当時のＡ社の事業主及び前記の同僚のＤ県における

厚生年金保険加入記録をみても、Ｄ県の独自の厚生年金保険制度が発足し

た昭和 45 年１月１日以降の記録しかない。 

   申立期間②について、複数の同僚の証言から、申立人が当該期間につい

て引き続きＣ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人は、「Ｃ社に勤務して１年以内に事業所の名称が

変更となり、その際に健康保険被保険者証を回収され、新しい健康保険被

保険者証を受け取ったことを覚えている。」と供述しているところ、当該

事業所に係る申立人の被保険者原票では、「昭和 53 年１月 14 日保険証返

納」の記載が確認できるが、オンライン記録によると、申立人は、昭和

52 年 12 月 28 日に被保険者資格を喪失したのに対し、当該事業所の名称

変更は、53 年６月１日であることが確認できることから、申立人は、被

保険者資格を喪失したことにより健康保険被保険者証を返納したことがう

かがえる。 

   また、申立人のＣ社に係る雇用保険被保険者記録を確認したところ、昭

和 52 年３月１日取得、同年 12 月 28 日離職、54 年２月１日取得、59 年７

月 31 日離職とあり、雇用保険の加入記録は厚生年金保険の加入記録とほ

ぼ一致している。 

   さらに、申立人は、Ｃ社では一貫して正職員（フルタイム勤務）であっ

た旨を供述しているが、事業主が保管していた申立人に係る雇用保険被保

険者資格取得等確認通知書によると、同通知書の雇用形態欄において、昭

和 52 年３月１日の資格取得時には「その他（日雇、パートタイム及び季

節的雇用以外）」に丸印が付されているところ、54 年２月１日の資格再

取得時には「パートタイム」に丸印が付されていることが確認できること

から、申立人の雇用形態が途中で変更になったことがうかがえる。 

   加えて、事業主は、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、申立期

間②当時の関連書類はほとんど破棄済みである。申立人に関する書類は、

今回提出したもの以外には無い旨を述べている上、同僚照会の結果、複数

の者が当時の社会保険事務担当者として名前を挙げた者は既に死亡してい

るため、厚生年金保険料控除についての証言が得られない。 

   このほか、申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を保

管しておらず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかが

わせる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4370 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年１月から 54 年 12 月まで 

             ② 平成４年４月から同年７月まで 

    私は、Ｂ社及びＣ社（いずれも現在は、Ａ社）に勤務していた期間に

ついて、社会保険庁（当時）から届いたねんきん定期便に記載されてい

る標準報酬月額と、退職時に事業主から受け取った被保険者履歴に記載

されている報酬月額と違う箇所がある。給与明細書を提出するので、調

査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年１月、同年４月及び 53 年９月を除いて申立期間①

及び②に係る給与明細書を保管しており、当該明細書に記載されている保

険料額から算出した標準報酬月額は、オンライン記録と一致している。 

   また、申立人は、「申立期間①及び②の標準報酬月額は退職時に事業主

から受け取った被保険者履歴に記載されている報酬月額と違う。」と述べ

ているが、このことについてＡ社は、「退職時に交付した資料に記載され

ている報酬月額は、船員であった場合の金額であり、申立人は申立期間に

おいて陸上勤務であったことから、記載されている金額は申立人の報酬月

額ではない。このことは申立人の退職時に説明している。」旨の説明をし

ている。 

   さらに、Ｂ社及びＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におけ

る申立人の標準報酬月額の記載内容には不自然な点は見当たらない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4371 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年５月１日から 50 年３月１日まで 

             ② 昭和 51 年４月１日から同年７月１日まで 

             ③ 昭和 56 年９月１日から 57 年３月１日まで 

             ④ 昭和 57 年３月１日から同年９月１日まで 

    私は、申立期間①には、Ａ社でＦ業務をしていた。申立期間②には、

Ｂ社でＧ業務等をしていた。申立期間③には、Ｃ社（現在は、Ｄ社）で

Ｈ業務をしていた。申立期間④には、Ｅ社でＩ業務をしていたが、いず

れの期間も厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので、申立期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社の元役員の証言及び申立人の業務内容等の詳

細な記憶から、申立人が同社において勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は厚生年金保険の適用事

業所となっていないことが確認できる。 

   また、Ａ社の元役員は、同社の従業員は厚生年金保険に加入させておら

ず、申立期間①当時の従業員は３名であったと供述していることから、当

時、同社は厚生年金保険の適用要件を満たしていなかったことがうかがえ

る。 

   申立期間②について、申立人は事業所の事業主、業務内容等を詳細に記

憶していることから、申立人がＢ社において勤務していたことは推認でき

る。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社は厚生年金保険の適用事

業所となっていないことが確認できる。 



  

   また、申立人は、Ｂ社の同僚として名前を挙げた者から、同社は厚生年

金保険に加入させる事業所ではなく、自身も同社における厚生年金保険の

記録が無いことを聞いたと供述している。 

   さらに、上記同僚への照会は申立人の希望で行うことができないほか、

Ｂ社は事業所所在地における商業登記も確認できず、事業主及び役員の所

在が判明しないことから、当該期間に係る申立人の厚生年金保険の適用状

況や保険料の控除について確認ができない。 

   申立期間③について、申立人は同僚及び業務内容を詳細に記憶している

ことから、申立人がＣ社において勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ｄ社は、同社が保管する社員カードにおいて申立人の氏

名は確認できないと回答している。 

   また、Ｄ社は、厚生年金保険の取扱いについて、当時から現在に至るま

で、２か月ごとに従業員の能力を個人別に検討し判断している旨の回答を

しているところ、同社から提出のあった当時の社員カードに記載されてい

る社員は、入社日とＣ社の厚生年金保険被保険者資格取得日が３年弱相違

している者も確認できることから、同社の厚生年金保険の取扱いは個人に

よって異なっていたことがうかがえる。 

   さらに、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名

は確認できず、上司として名前を挙げた者の氏名も無い上、健康保険の整

理番号に欠番も無い。 

   申立期間④について、Ｅ社の元事業主の証言から、申立人が当該期間に

同社において勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ｅ社は厚生年金保険の適用事

業所となっていないことが確認できる。 

   また、Ｅ社の元事業主は、厚生年金保険料の控除について、当時の同社

は厚生年金保険に加入する余裕は無く、誰も加入させていなかったと回答

している。 

   さらに、申立期間について、申立人は、厚生年金保険料控除が確認でき

る給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4372 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額に係る記録の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 11 月１日から５年６月 16 日まで 

    私は、社会保険事務所（当時）の通知により、Ａ社に専務取締役とし

て勤務していた平成４年 11 月１日から５年６月 16 日までの期間に係る

標準報酬月額が 53 万円から 26 万円に引き下げられていることを知った。 

    申立期間におけるＡ社の経営状態に問題は無く、会社が厚生年金保険

料を滞納したことも無いので標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、53 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった日（平成６年９月 16 日）より後の平成６年 11 月７日付けで、

26 万円に減額訂正されていることが確認できる。 

   しかし、申立人は、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立期間におい

て、同社の取締役として在籍していたことが確認できる。 

   また、申立人は、｢私は、会社の資金繰りを行っていた。事業主印を使

うのは主に自分であり、印鑑を使うときは事業主の承諾を得て使った。自

分と事業主以外の者が印鑑を使用することは無い。｣と供述している上、

複数の同僚は、「申立人は経理全般の責任者であり、代表取締役と同等の

立場であった。」と述べている。 

   なお、申立人は、｢当時、会社の経営状態に問題は無かった。厚生年金

保険料の納付が１か月から２か月程度遅れたことはあったが、滞納はして

いない。｣と供述しているが、複数のＡ社の関係者は、｢Ａ社は、事業を手

がけていたが、県から許可が下りず、銀行から受けた融資の返済が困難に

なり、経営状態が悪化した。｣と述べている上、同関係者のうち１名は、



  

｢社会保険事務所の職員が保険料の滞納のことで数回Ａ社を訪問した。｣旨

を供述している。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人が当該標準報酬月額の減額

処理について関与していなかったとは考え難く、申立人は、Ａ社の専務取

締役として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正について関与していなが

ら、当該標準報酬月額の減額処理が有効なものではないと主張することは

信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係

る記録の訂正を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4373 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年７月１日から 39 年７月１日まで 

             ② 昭和 42 年７月 25 日から同年 12 月 10 日まで 

             ③ 昭和 44 年２月 11 日から同年９月 17 日まで 

    私は、昭和 37 年７月に入社し、40 年９月までＢ地区の事業所にＩ職

として勤務していたが、入社から 39 年７月１日までの期間の厚生年金

保険の被保険者記録が欠落している。 

    また、Ｃ社にはＤ社から配置換えとなり、昭和 42 年７月 25 日から同

年 12 月 10 日までＪ職として勤務していたが、その期間の厚生年金保険

の被保険者記録が無い。 

    さらに、Ｅ社にはＦ社から昭和 44 年２月 11 日から 46 年１月 24 日ま

でＩ職として継続して勤務していたが、44 年２月 11 日から同年９月 17

日までの期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落している。 

    申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社の同僚及び上司の氏名を記憶して

おり、また、当時の同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人

が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社でＫ係をしていた同僚は、「Ｉ職は出入りが激しくほとん

ど厚生年金保険には加入していなかった。」と供述している。 

   また、申立人は、「Ａ社の健康保険被保険者証にＧ区と記載されていた

と記憶している。」と供述しているが、同社がＨ区からＧ区に移転したの

は昭和 39 年２月１日であり、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得は、

同年２月以降と推認される。 



  

   さらに、申立人が自身より後に同一事業所に勤務したと記憶する同僚は、

申立人と同様に昭和 39 年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し

ている。 

   加えて、申立人が記憶する上司は住所不明のため、申立人の当該期間の

勤務実態及び厚生年金保険料の控除に関する証言を得ることができない。 

   また、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   申立期間②について、申立人は、当該期間に勤務していた場所及び仕事

の内容を詳細に記憶しており、また、Ｃ社とＤ社の事業主が同一人である

ことから、申立人がＣ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、同僚は、「申立期間のころだと思うが、大きなストライキがあ

り、給与が出なかったのでほかの会社で勤務した。ストライキが収まった

ので、またＣ社に呼び戻された。」と供述しており、この同僚は昭和 42

年２月から同年８月までＣ社での被保険者記録が無い。 

   また、ほかの同僚は「私がＣ社労働組合の副委員長をしていた当時、Ｃ

社では大規模なストライキがあり、半年ぐらい給与は出なかった。当時の

書類は紛争の中で焼却されてしまった。」と供述している。 

   さらに、申立人はＣ社では５人ぐらいがグループになって調査していた

が、お互いの名前は知らないまま仕事をしていたと供述している上、申立

人の記憶する同僚は既に亡くなっていることから、申立人の当該期間の勤

務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   加えて、申立人の申立期間に厚生年金保険の被保険者記録が存在する

20 名に照会したところ７名から回答を得たが、申立人を記憶している者

はおらず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除に関する証言は得

られなかった。 

   また、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   申立期間③について、申立人は、Ｅ社の同僚及び上司の氏名を記憶して

おり、また、当時の同僚が、申立人が勤務していたと証言していることか

ら、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認

できる。 

   しかし、申立人と同じ昭和 44 年９月 17 日に資格を取得している者は、

申立人を除き４名いるが、いずれも住所が判明しないことから、厚生年金

保険被保険者資格の取得日以前の保険料控除について確認することができ

ない。 

   また、Ｅ社に係る厚生年金保険事業所別被保険者名簿における昭和 43

年２月以降の厚生年金保険の加入状況をみると、１名ずつ加入させている

月もあるが、厚生年金保険の適用事業所となった同年２月には７名、同年



  

８月には 16 名、44 年９月には申立人を含む 11 名が被保険者資格を取得

している状況がみられ、同社では一定期間ごとまとめて厚生年金保険の加

入手続を行っていたことがうかがえる。 

   さらに、当該事業所の事業主及び当時の社会保険の担当者は既に死亡し

ていることから、申立人の当該期間の勤務実態及び厚生年金保険料の控除

に関する証言を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間①から③までに係る勤務実態及び厚生年金

保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から③までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4374 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17 年６月１日から 20 年９月 30 日まで 

    父の年金記録を確認したところ、Ａ社に勤務した期間に係る厚生年金

保険の被保険者記録が脱退手当金支給済みとの記録となっていた。脱退

手当金を受け取ったとされる時期には、生まれ故郷に帰郷しており、母

からは、当時一時金をもらった記憶が無いと聞いているので、調べてほ

しい。 

   （注）申立ては、申立人の長男が、死亡した申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約 13 か月後の昭和 21 年 11 月９日に支給されたことになってお

り、当時、被保険者期間３年以上 20 年未満の生存者が脱退手当金を受給

するためには、資格喪失後１年の待期期間を設けており、支給時期につい

て不自然さはうかがえない。 

   また、申立人が脱退手当金を受給したとされる時期は、通算年金制度創

設前であり、申立人と資格喪失日が同日の被保険者について調査すると、

その多くに脱退手当金の支給決定日が同一日である者がみられることから、

Ａ社を通じた代理請求があった可能性がうかがえる。 

   さらに、受給した記憶が無いという申立人や申立人の妻が一時金を受け

取ったことがないという主張以外に、申立期間の脱退手当金を受給してい

ないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4375 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年９月 22 日から 20 年４月１日まで 

    私は、半年の船員養成所を経てＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、昭和

24年12月まで勤務していた。乗船した船舶ＣはＥ国から日本へ向けて航

行中、19年＊月＊日に沈没した。漂流しているところを救助され、約１

か月の入院後、帰国の順番待ちをして20年１月に帰国した。申立期間を

船員保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のことが掲載された船員新聞の記事及びＡ社の船員保険台帳から、

申立人が申立期間に同社に在籍していたことが確認できる。 

   しかしながら、Ｄ省Ｆ局の資料及びＢ社が保管している資料から、申立

人が乗船していた船舶Ｃは、申立人の供述どおり昭和19年＊月＊日に沈没

していることが確認できる。 

   また、Ａ社の船員保険被保険者台帳には、申立人は昭和19年９月22日か

ら20年５月28日まで予備船員（船舶に乗り組むために雇用されているが船

内で使用されていない者）と記録されている上、予備船員については、同

年４月１日に船員保険の被保険者とする制度が開始されるまでは、船員保

険法(昭和14年法律第73号。15年３月１日施行)第19条において、「船舶ニ

乗組マザルニ至リタル日ノ翌日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス」と定められていた

ことから、乗船していない申立期間について、申立人は船員保険の被保険

者資格を取得することができなかったものと推認できる。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る船員保険料の控除を確認できる資料

を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認で



  

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4376 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年５月１日から 45 年２月ごろまで 

             ② 昭和 48 年 10 月ごろから 49 年４月ごろまで 

    Ａ社に勤務し、Ｂ市にあるＣ工場でＤ業務をしていた時の厚生年金保

険の加入記録と、２度勤務したことがあるＥ社の厚生年金保険の加入記

録のうち１度目の勤務期間の加入記録が欠落している。調査をして申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、当該期間の一部について雇用保険に加

入している上、申立てに係る事業所の勤務地における同僚の供述及びその

者が所持している写真にほかの同僚と共に申立人が写っていることから、

期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務していたことは認められ

る。 

   しかしながら、Ａ社は、雇用保険と厚生年金保険の取扱いについて、

「雇用保険については入社後すぐに資格取得手続をするが、厚生年金保険

についてはある一定の期間が経過した後に行った。」としている。 

   また、申立期間①中の昭和 44 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格

を取得し、申立人と同じＣ工場で勤務していたとする同僚は、雇用保険の

資格取得日が 42 年６月１日であったことが確認できることから、当該事

業所においては、入社して相当期間経過後に厚生年金保険に加入させてい

たことがうかがわれる。 

   さらに、Ａ社は、申立期間①に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格

取得確認および標準報酬決定通知書の事業主控えを保管しているが、申立

人の名前の該当は無かったとしており、同社に係る健康保険厚生年金保険



  

被保険者名簿に申立人の名前の記載は無い。 

   加えて、事業主は、申立人の雇用形態や給与支払方法に関しては、書類

を既に処分しており不明としているため、保険料控除及び納付について確

認することができない。 

   申立期間②について、申立人は、当該期間にＥ社に勤務していたと主張

している。 

   しかし、申立人は勤務していた期間を特定できない上、当該事業所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から当該期間において厚生年金保険

被保険者資格を取得した複数の同僚に照会したが、当該期間に申立人が勤

務していたことをうかがわせる証言を得ることができなかった。 

   また、申立人が記憶していた同僚に照会したが、回答が無く、申立人の

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   さらに、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている

上、商業登記簿については廃棄処分とされているため、事業主に申立人の

勤務実態や給与からの厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人は、申立期間①及び②において、厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴

収票等の資料を所持しておらず、保険料の控除をうかがわせる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4377 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年４月 22 日から同年５月１日まで  

             ② 昭和 35 年５月１日から 36 年２月１日まで 

             ③ 昭和 36 年２月 26 日から 39 年２月１日まで 

    私は、昭和 35 年２月１日から同年４月 30 日までの期間、Ａ社に継続

して勤務していたにもかかわらず、同年４月 22 日から同年５月１日ま

での期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落している。また、同年５

月１日から 39 年１月 31 日までの期間、Ｂ社に継続して勤務していたに

もかかわらず、35 年５月１日から 36 年２月１日までの期間及び同年２

月 26 日から 39 年２月１日までの期間の厚生年金保険の被保険者記録が

欠落しているため、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は昭和 35 年４月 30 日までＡ社に勤務して

いたと主張している。 

   しかし、申立期間①当時、Ａ社において厚生年金保険被保険者資格を取

得している同僚は、死亡又は住所不明のため照会することができないこと

から、同社において厚生年金保険被保険者記録を持つ複数の同僚を抽出し

照会したものの、申立人の勤務期間について証言は得られなかった。 

   また、申立人は複数の同僚が写っている写真を所持しているが、写真の

裏に名前が記載されている複数の同僚は、「申立人を覚えていない。」と

証言している上、申立人が名前を記憶している先輩についてはＡ社におけ

る厚生年金保険の被保険者記録が無く、また工場長は既に死亡しているこ

とから、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて証言を得ることができない。 



  

   さらに、Ａ社において厚生年金保険被保険者記録を持つ複数の同僚は、

「社会保険の取扱いについては分からない。」と回答している。 

   加えて、オンライン記録から、Ａ社は昭和 62 年 11 月 30 日に厚生年金

保険の適用事業所でなくなっており、同社の当時の事業主についても死亡

が確認できることから、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金

保険料の控除について確認することができない。 

   申立期間②について、申立人は、昭和 35 年５月１日からＢ社に勤務し

ていたと主張している。 

   しかし、申立期間②当時、Ｂ社において厚生年金保険被保険者資格を取

得している同僚は３名確認できるが、そのうち２名は既に死亡しており、

残りの１名は住所不明であることから、照会することができない。 

   また、Ｂ社において厚生年金保険被保険者記録を持つ同僚７名に照会し、

５名から回答を得たところ、事務員以外のＣ職である４名は、勤務期間に

比し厚生年金保険の被保険者記録が短いことがうかがえる上、「試用期間

があった。」と回答していることから、Ｄ職である申立人についても同様

の取扱いがなされていたことが推認できる。 

   申立期間③について、申立人は、昭和 39 年１月 31 日までＢ社に勤務し

ていたと主張している。 

   しかし、申立人は、「私と同じ業務内容の同僚は３、４名であったと思

うが、名前は覚えていない。」と述べており、申立人と同じ業務内容であ

った同僚から勤務実態及び厚生年金保険料の控除について証言を得ること

ができない。 

   また、申立期間において、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者記録を取得

している同僚 15 名に照会し、９名から回答を得たが、「申立人を記憶し

ている。」と回答する者はいない。 

   さらに、Ｂ社は申立期間当時の社会保険及び給与に関する資料を保管し

ていないため、申立人の厚生年金保険料の控除については不明であると回

答している。 

   このほか、申立人は、申立期間①から③までにおける厚生年金保険料の

控除について確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか

に保険料控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①から③までに係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4378 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年 10 月 31 日から 51 年２月 12 日まで 

    オンライン記録によると、昭和 49 年 10 月 31 日から 51 年２月 12 日

までのＡ社に勤めていた期間が厚生年金保険被保険者期間となっていな

い。当時の資料は無いが、同社に勤めていたことははっきりと記憶して

いるため、調査の上、申立期間について被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録及び事業主が提出した申立人に係る解雇予告手

当金領収書から、申立人が、申立期間のうち、昭和 50 年２月１日から同

年９月 17 日までＡ社に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、同社が適

用事業所となったのは申立期間後の昭和 54 年４月１日であり、申立期間

当時は適用事業所ではなかったことが確認できる。 

   また、当時の元社員は、「入社当初、Ａ社は、厚生年金保険に加入して

いなかった。当時、私は国民年金に加入していたため、厚生年金保険料は

控除されていないはず。会社から、しばらくは国民年金に加入するように

言われ、その後厚生年金保険に加入したと思う。」と述べているところ、

オンライン記録から、当該元社員は申立期間において国民年金に加入し、

国民年金保険料を納付していることが確認できる上、申立人も同様に、申

立期間において国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していることが

確認できる。 

   さらに、申立人は給与明細書等の資料を所持していない上、事業主は、

申立期間当時の関係資料は、昭和 50 年２月の金銭出納帳しか保管してい



  

ないとしており、当該金銭出納帳には、厚生年金保険料控除の記載は無く、

当該期間に係る給与からの厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関係資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4379 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年３月 21 日から 44 年７月１日まで 

    私は、昭和 43 年３月 21 日から平成 18 年３月 31 日までＡ社（現在は、

Ｂ社）で勤務していたが、昭和 43 年３月 21 日から 44 年７月１日まで

の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間について保険料を控除され

ていたと思うので、厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めて

ほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚の証言により、申立人が申立期間において同社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、オンライン記録により、Ａ社は、昭和 44 年７月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所ではなかっ

たことが確認できる。 

また、Ａ社の当時の同僚は、「私は、申立人と一緒に仕事をしていたが、

最初のうちは、同社は厚生年金保険に入っていなかった。昭和 44 年７月

に株式会社になり、その時から厚生年金保険は適用された。それ以前は、

個人経営でアルバイトみたいなものだった。」と供述している。 

さらに、Ｂ社は、申立期間当時の資料が無いため不明と回答しているこ

とから、厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人は厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4380 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年ごろから 33 年ごろまで 

    私は、Ａ社に昭和 30 年ごろから 33 年ごろまで勤務していたが、当該

期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていないので、被保険者期間

として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言及び申立人が申立期間当時に通学した定時制高等学校が保管

している記録から、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことは

推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所となったのは昭和 37 年６月１日であり、申立期間においては適用事

業所となっていないことが確認できる。 

   また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 37 年６月１日よ

り前から同社に勤務していた複数の従業員は、「Ａ社が適用事業所になっ

た 37 年６月より前は、給与から厚生年金保険料の控除は無かった。」と

供述している。 

   さらに、Ａ社は適用事業所でなくなっている上、事業主の連絡先も不明

であるため、申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除の状況について聴

取できない。 

   加えて、申立人は厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4381 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年５月 26 日から 52 年 10 月 24 日まで 

    私は、昭和 48 年 12 月から 53 年５月までＡ社にＢ職として勤務して

いたが、当該期間のうち、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無

い。 

    Ａ社に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間において、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に被

保険者記録が確認できる 11 人に照会したところ、８人から回答があった

が、申立人が申立期間において継続して勤務していたか否かについて明確

な証言が得られない。 

   また、オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において、厚生年金保

険被保険者として昭和 48 年 12 月 24 日に資格を取得し、51 年５月 26 日

に資格を喪失後、再度 52 年 10 月 24 日に資格を取得し、53 年５月 10 日

に資格を喪失していることが確認できるところ、当該記録は、申立人に係

る雇用保険の記録とおおむね一致していることが確認できる。 

   さらに、雇用保険の記録によると、申立人は、昭和 51 年５月 25 日の離

職に伴う離職票が交付され、同年５月から 52 年５月までの期間に求職手

続をした記録があることが確認できる。 

   加えて、上記被保険者原票によると、申立人が昭和 51 年５月 29 日に健

康保険被保険者証を返納した記録が確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4382 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年ごろから 36 年ごろまで 

             ② 昭和 36 年ごろから 37 年ごろまで 

    私は、申立期間①について、中学校卒業後１年ぐらいしてからＡ社に

勤務していた。その時、厚生年金保険料を控除されていた記憶があるが、

厚生年金保険の被保険者記録が無いので、その期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

    また、申立期間②については、10 代のころ１、２年Ｂ社Ｃ事業所で

仕事をしていたが、厚生年金保険の被保険者記録が無いので、その期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の職場環境や勤務内容の詳細な記憶及び申

立人が記憶する上司の証言から、期間は特定できないものの、申立人がＡ

社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、上記の上司は、申立人に係る勤務期間及び厚生年金保険

料控除について不明としている上、ほかに申立人が記憶する上司は姓のみ

で特定できず、その他の同僚の氏名を記憶していないことから、Ａ社に係

る事業所別被保険者名簿に名前のある同僚に照会を行ったものの、申立人

に係る証言を得られなかった。 

   また、Ａ社、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭和 34 年

２月 20 日以降事務処理を引き継いだＤ社及びＥ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿を確認したが、申立人の氏名は見当たらなかった。 

   さらに、Ｄ社及びＥ社は、申立人に係る人事記録等を保管していないこ

とから、勤務実態及び厚生年金保険料の控除について不明としている。 



  

   申立期間②について、申立人が職場環境や勤務内容を詳細に記憶してい

ること、及び同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人がＢ社

Ｃ事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人が記憶している上司は、Ｂ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿（以下「Ｂ社に係る被保険者名簿」という。）に見

当たらず、申立人はそのほかの同僚の氏名を記憶していないため、当該期

間においてＢ社に係る被保険者名簿に名前のある複数の同僚に照会したと

ころ、１名から「申立人がＢ社Ｃ事業所に勤務していたことは記憶してい

るが、就業場所が異なるので、勤務していた期間及び厚生年金保険の保険

料控除については分からない。」との証言しか得られなかった。 

   また、当時、Ｂ社Ｃ事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなく、同社

で一括手続していたが、同社に係る被保険者名簿には、申立人の氏名は見

当たらず、整理番号の欠番は無い。 

   さらに、Ｂ社は、申立人に係る人事記録等を保管していないことから、

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について不明としている。 

   このほか、厚生年金保険の保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4383 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年 11 月 11 日から 62 年 11 月９日まで 

    夫は、昭和 52 年２月１日から平成２年３月 31 日までＡ社に継続して

勤務していた。厚生年金保険の加入期間について、空白期間があるため

社会保険事務所（当時）に照会したところ、当初、未加入期間であった

昭和 61 年１月１日から 62 年 11 月９日までの期間のうち、61 年１月１

日から同年 11 月 11 日までの厚生年金保険の記録が回復した。申立期間

についても確かに勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間であ

ったことを認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻及び子は、申立人が申立期間においてＡ社に継続して在籍し

勤務していたと主張している。 

   しかし、申立人は既に死亡しており、申立人の妻からは高齢のため詳細

な証言を得ることができないところ、Ａ社は既に解散し、元事業主とも連

絡を取ることができず、同社の関連会社であり現存するＢ社の代表取締役

からは、申立期間のＡ社の人事記録等は、Ａ社とＢ社とは設立時から別会

社であるためＢ社には保管されていないという回答があることから、申立

人が申立期間においてＡ社に勤務していたこと、及び申立期間に係る厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、Ａ社の元従業員からも申立人の在籍期間及び勤務の実態に係る証

言を得ることができない上、申立期間において申立人が事業主により給与

から厚生年金保険料を控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資



  

料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4384 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年４月から 27 年１月１日まで 

    私は、昭和 23 年４月にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社した。厚生年金

保険の記録では、入社してから 27 年１月１日までの期間が厚生年金保

険被保険者期間となっていないが、当該期間は、同社Ｃ作業所でＤ職と

して勤務し、厚生年金保険に加入していたので、調査の上、年金記録を

訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間において、Ａ社Ｃ作業所に正社員として勤務し、厚

生年金保険の被保険者であったと主張している。 

   しかしながら、Ｂ社は、申立期間当時の人事記録等を保管しておらず、

申立人が勤務した記録は確認できないと回答している上、申立人は、職場

の上司及び同僚の氏名を記憶しておらず、申立人の勤務状況等を確認する

ことができない。 

   また、申立期間のＡ社Ｃ作業所における複数の被保険者に照会をしたも

のの、申立人の申立期間における勤務実態をうかがわせる供述を得ること

ができなかった。 

   さらに、Ａ社Ｃ作業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

申立期間において申立人の名前は見当たらない。 

   加えて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4385 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額については、訂正する必要は認

められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月１日から同年６月 30 日まで 

    Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準報

酬月額は、当該期間の給与明細書に記載されている厚生年金保険料控除

額に見合う標準報酬月額よりも低いことが判明した。申立期間の標準報

酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方

の額を決定し、記録訂正の要否を判断することになる。 

   申立人の保管している平成４年６月分の給与明細書で確認できる報酬月

額に見合う標準報酬月額は 24 万円であり、一方、当該給与明細書に記載

された厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は 26 万円であること

が確認できる。 

   したがって、特例法の規定に基づき、申立人の標準報酬月額として認定

される額は、24 万円であり、当該額は、オンライン記録の標準報酬月額

と一致していることが確認できる。 

   また、Ｂ厚生年金基金の記録においても、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額は 24 万円であることが確認できることから、事業主は、社会保

険事務所（当時）に対して、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 24



  

万円として届出を行ったことが確認できる。 

   さらに、オンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額に

ついて、さかのぼった訂正等の不自然な処理は確認できない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の申立期間における標準報酬月額については、訂正する必要は認め

られない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4386 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年５月 26 日から 57 年 11 月１日まで 

    私は、昭和 53 年 10 月１日にＡ社に入社し、62 年５月 26 日まで継続

して勤務していた。ところが、厚生年金保険の記録によると、申立期間

が被保険者期間となっていない。調査の上、厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る雇用保険の記録によると、昭和 53 年 10 月１日

に資格取得、54 年５月 25 日に離職となっており、離職に伴い離職票が交

付されていることが確認できる上、雇用保険の記録は、厚生年金保険の被

保険者記録と一致していることが確認できる。 

   また、複数の同僚に照会したものの、申立人の申立期間における勤務実

態をうかがえる証言及び情報は得られなかった。 

   さらに、Ａ社に係る社会保険関係の事務手続をしていたＢ協会から提出

された厚生年金保険及び健康保険の資格取得・喪失の台帳の写しから、申

立人は昭和 53 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、54 年

５月 26 日に資格を喪失した旨の届出をした記録がある上、同年６月６日

付けで申立人に係る健康保険被保険者証を社会保険事務所（当時）に返納

したことが確認できる。 

   加えて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4387 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年６月から同年 12 月まで 

             ② 昭和 49 年 12 月から 50 年４月７日まで 

             ③ 昭和 50 年６月 16 日から同年 10 月１日まで 

    私は、Ａ社に事務職として６か月の期間契約を更新し、継続して昭和

49 年６月から 50 年 12 月までアルバイト社員として 18 か月間勤務して

いたが、厚生年金保険の被保険者記録は４か月間しか無い。給与から厚

生年金保険料は控除されており、「アルバイトなのに控除するのか。」

と会社に申し立てた記憶がある。申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の具体的な記憶から、申立人が、申立期間①から③までにおいて、

Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社は、「当時の資料が無いためはっきり分からないが厚生年

金保険は雇用契約によって、加入させていない者や、入社してしばらくし

てから加入させていた者がいたと思われる。」と回答している。 

   また、Ａ社の同僚は、「アルバイトとして３回勤務したが、１回目は給

与明細書に日払いと記載されており、厚生年金保険料は控除されていなか

った。２回目と３回目は、期間は離れているが、厚生年金保険に加入して

いる。」と述べている。 

   さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿をみると、申立人と同様な資

格の得喪の記録となっている者が多数みられ、アルバイト勤務者には、申

立人と同様に勤務開始から一定期間を経過して厚生年金保険に加入させて

いた状況がうかがえる。 



  

   加えて、Ａ社から、「資料が無いため確認はできないが、申立期間当時、

厚生年金保険と雇用保険は同時に加入させていた。」との回答が得られた

ところ、同社に係る申立人の厚生年金保険被保険者記録と雇用保険の加入

記録は一致している。 

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から③までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4388 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 16 年９月から同年 12 月まで 

             ② 昭和 17 年１月から 18 年６月まで 

             ③ 昭和 18 年７月から 21 年まで 

    父は、申立期間①には船員として、父の父親及び弟と共にＡ社のＢ船

に乗船していた。また、申立期間②には陸軍徴用により、Ｃ科に所属し、

Ｄ国に派遣されており、申立期間③には海軍徴集によりＥ国で勤務して

いたのに、船員保険の被保険者記録が無いので、申立期間を船員保険被

保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の長男が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の長男は、申立人は申立人の父親及び弟と

共に、Ｆ県にあったＡ社のＢ船に乗船していたとしている。 

   しかし、Ｂ船は、Ｆ県において船員保険の適用船舶として確認できず、

Ａ社についても、船舶所有者としての記録及び厚生年金保険の適用事業所

としての記録が確認できない。 

   また、申立人の父親の船員保険被保険者記録は確認できず、申立人の弟

についても、当該期間において、船員保険被保険者記録は確認できない。 

   さらに、申立人の長男は、同乗していた船長、同僚等の氏名等について

は不明としているため、これらの者から船員保険の取扱い等について聴取

することができない。 

   申立期間②について、厚生労働省が保管する徴用の内容を記録した船員

カードにより、申立人は徴用船舶にＧ職として昭和 17 年１月１日に雇い



  

入れられていることが確認できる。 

   しかし、当該船員カードには、船名及び船舶所有者名の記載が無いため、

申立人が乗船していた船舶を特定できないほか、昭和 17 年 10 月 31 日に

現地解雇と記載されており、その後の期間に徴用船舶に乗っていたことは

確認できない。 

   また、申立人に係る船員保険被保険者台帳において、当該期間に申立人

が船員保険に加入していた記録は無く、同じ船舶に乗り、同様の業務に就

いていたとする弟に係る船員保険被保険者台帳においても、当該期間に船

員保険に加入していた記録を確認できない。 

   申立期間③について、申立人の長男が申立人は当該期間において軍隊に

召集されていたので船員保険の被保険者であったと認めてほしいと述べて

いるところ、厚生労働省が保管する兵役に係る履歴書により、申立人は、

昭和 18 年７月に召集によりＨ海兵団に入団し、21 年４月に召集解除され

るまでの期間、海軍の軍人であったことが確認できる。 

   しかしながら、当該期間は、軍人として恩給の期間であるが、申立人は、

旧軍人軍属の実在職年が３年未満のため、普通恩給及び一時恩給の支給要

件を満たしていない。 

   このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除をうかがえる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4389 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年 10 月 30 日から 39 年１月 24 日まで 

    私は、平成４年６月に社会保険事務所（当時）に年金記録の確認に行

った際、Ａ社に勤務していた厚生年金保険被保険者期間については、脱

退手当金が支給された記録になっていることを初めて知った。 

    申立期間当時は脱退手当金という言葉も知らず、厚生年金保険を脱退

した記憶も無い。その後、社会保険事務所に記録の訂正を求めたが認め

られなかった。調査の上、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女性の

うち、申立人の資格喪失日（昭和 39 年１月 24 日）の前後約２年以内に資

格を喪失し、脱退手当金の受給要件を満たす者 16 名の脱退手当金の支給

記録について、オンライン記録において確認したところ、全員に支給記録

があり、うち 15 名が厚生年金保険被保険者資格喪失日の６か月以内に脱

退手当金の支給決定がなされていることを踏まえると、申立人についても、

その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考

えられる。 

   また、申立人に係る上記被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味す

る「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額

に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約４か月後に支給決定されているほか、申立人の厚生年金保険被保険

者台帳（旧台帳）には昭和 39 年２月 25 日に脱退手当金の算定のために必

要となる標準報酬月額等を社会保険庁（当時）から当該脱退手当金の裁定

をした社会保険事務所へ回答したことが記録されているなど、一連の事務



  

処理に不自然さがうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4390 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年９月５日から 34 年１月１日まで 

             ② 昭和 34 年１月１日から同年５月１日まで 

    私は、昭和 33 年ごろから 34 年４月 30 日までの期間、Ａ社及びＢ社

に継続して勤務していた。しかし、33 年６月 10 日から同年９月５日ま

でのＡ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録しか無い。同社から

関連企業のＢ社に出向し、再びＡ社に復帰したが、Ｂ社で勤務していた

同年９月５日から 34 年１月１日までの期間及びＡ社で勤務していた同

年１月１日から同年５月１日までの期間に係る厚生年金保険の被保険者

記録が無い。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は当該期間においてＢ社に勤務していたと

主張している。 

しかし、Ａ社に勤務していた複数の同僚から、申立人が申立期間にＢ社

に出向して勤務していた証言が得られない上、同社に勤務していた同僚か

らも申立人が申立期間において同社に勤務していた証言が得られず、申立

人の同社における勤務実態が確認できない。 

また、オンライン記録によると、Ｂ社は昭和 34 年４月１日に厚生年金

保険の適用事業所となっており、当該期間当時、同社は厚生年金保険の適

用事業所ではないことが確認できる。 

さらに、Ｂ社は既に適用事業所でなくなっており、事業主は所在不明で

あることから、当時の勤務実態及び厚生年金保険料の控除を確認すること

はできない。 



  

このほか、当該期間において厚生年金保険料の控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、Ｂ社に出向後、Ａ社に復帰したと主張

している。 

しかし、Ａ社に勤務していた複数の同僚から、申立人が申立期間②にお

いて、同社に再度復帰したとする証言が得られない。 

また、Ａ社は既に適用事業所でなくなっており、事業主は所在不明であ

ることから、当時の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことはできない。 

さらに、Ａ社の事業所別被保険者名簿において、申立人が被保険者資格

を再取得した記録は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

このほか、申立期間において厚生年金保険料の控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4391 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成３年４月１日から４年６月１日までの

期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

   申立人は、申立期間のうち、平成６年７月１日から同年 11 月１日まで

の期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   申立人の申立期間のうち、平成６年 11 月１日から７年 10 月１日までの

期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることは

できない。 

   申立人は、申立期間のうち、平成７年 10 月１日から同年 12 月 31 日ま

での期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年４月１日から４年６月１日まで 

             ② 平成６年７月１日から７年 12 月 31 日まで 

    私は、Ａ社の役員であった昭和 60 年に、関連会社のＢ社（後にＣ

社）に社長として出向した。平成３年３月までは、Ａ社から役員報酬が

出ていた。Ｃ社は７年以降に事業が悪化し、８年に倒産したが、それま

で継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間①の厚生年金保険の

被保険者記録が欠落しているので、被保険者期間として認めてほしい。 

    また、平成７年４月以降に社会保険料の支払が滞りがちで、社会保険

事務所（当時）から督促があったが、８年に完納した。しかし、申立期

間②は、80 万円以上の報酬があったにもかかわらず、標準報酬月額が

実際の報酬額に比べて低くなっているので、正しい標準報酬月額に記録

を訂正してほしい。 

 

 



  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、商業登記簿謄本及び雇用保険の記録から、申立人

が当該期間にＣ社に勤務していたことは認められる。 

   しかし、申立人は、「資格取得手続、保険料控除及び納付について、当

時の社会保険担当者が行っていたことを事業主として確認していたはず

だ。」と述べているが、申立人が当該期間に社会保険を担当していたとす

る者２名に確認しても、共に「当該期間以前に退職しているので分からな

い。」との回答である上、実際に当該期間に社会保険を担当していた者が

不明のため、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確

認することができない。 

   また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、当該期間及

びその前後において申立人の氏名は見当たらず、当該期間に健康保険の整

理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

   申立期間②のうち、平成６年 11 月１日から７年 10 月１日までの期間に

ついて、オンライン記録において、当初、申立人の標準報酬月額は 41 万

円と記録されていたところ、同年５月２日付けで 20 万円に引き下げられ

ていることが確認できる。 

   しかし、申立人は、当該期間において、Ｃ社の代表取締役であったこと

が、オンライン記録及び同社の閉鎖登記簿謄本により確認できる。 

   また、申立人は、「当該期間は、私が社会保険を担当していた。社会保

険料の納付が滞り、社会保険事務所から呼び出しがあった。」と述べてい

ることから、申立人が当該訂正処理に関与していなかったとは考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、Ｃ社の代表取締役である申立人が

自らの標準報酬月額の訂正処理に関与しながら、その処理が有効なもので

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の当該期間における厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

   申立期間②のうち、平成６年７月１日から同年 11 月１日までの期間及

び７年 10 月１日から同年 12 月 31 日までの期間については、オンライン

記録において、さかのぼった訂正等の不自然な処理が行われた形跡は見当

たらない。 

   また、申立人が所持している平成６年分の源泉徴収票に記載されている

社会保険料の額は、申立人が主張している標準報酬月額に係る社会保険料

額に比べて 10 万円以上も低額であり、オンライン記録での標準報酬月額



  

に係る社会保険料額にほぼ一致する。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間について申立人が主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4392 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年ごろから 36 年５月１日まで 

    私は、昭和 33 年ごろから 36 年４月末日まで、Ａ社Ｂ支社のＣ課で主

にＤ職として勤務していたが、社会保険庁（当時）の記録では、その期

間が全部欠落している。正社員ではなかったが、勤務日数や勤務時間は

正社員と同じであったし、退職後、失業保険を受けたことははっきりと

覚えているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言があること、及び申立人がＡ社Ｂ支社に勤務していた

当時に同僚と撮影したとする写真を数枚所持している上、申立期間当時の

支店長の氏名及び仕事内容の詳細を記憶していることから、申立人が同社

Ｂ支社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人は、「私は正社員ではなかった。」と供述してい

るところ、申立人が申立期間当時の同僚として記憶していた者は、「申立

人は正社員ではなかったと思う。私たち内勤職員は正社員であり、Ｆ職を

していたが、申立人は、Ｃ課の中でも私たちとは違い、一人でＤ職の仕事

をしていた。また、私は、給与計算にも携わっていたが、給与計算のリス

トの中に申立人の名前は載っておらず、申立人の給与は上司が直接渡して

いたと記憶している。よって、申立人の給与形態は、私たちみたいな正社

員の内勤事務職員とは違っていたのだと思う。」と証言している。 

   また、申立人は、「前任者はいなかったと思う。後任者は分からな

い。」と供述しているところ、前述の同僚は、「申立人以外のＤ職につい

ては記憶に無い。申立期間当時のＡ社Ｂ支社の内勤職員の中に、申立人の



  

ほかに正社員ではない者がいたかどうかも覚えていない。」と述べている

ことから、申立人の前任者及び後任者や申立人と同様に正社員ではない者

に対して照会することができなかった。 

   さらに、事業主は、「申立期間当時の従業員の個人別の記録（在籍して

いた履歴や厚生年金保険料徴収台帳）自体は現存しているが、その中に申

立人の記録は無かった。また、内勤職で正社員ではない者についての厚生

年金保険加入の取扱いについては、申立期間当時の資料が無いために不明

である。」と回答している。 

   加えて、Ａ社Ｂ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申

立期間に同社Ｂ支社に厚生年金保険被保険者記録がある女性８名を抽出し、

照会したところ、５名から回答があったが、申立人の保険料控除に関する

証言は得られなかった。 

   また、上記の被保険者名簿のうち、申立期間の前の昭和 31 年４月１日

から、同社の内勤職員が本社一括適用となった 34 年２月１日までの間に

被保険者資格を取得している者が記載されている全 19 ページを縦覧した

が、申立人の名前は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   さらに、Ａ社（本社）に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿のうち、

内勤職員が本社一括適用となった昭和 34 年２月１日に被保険者資格を取

得している者が記載されている全 175 ページを縦覧したが、申立人の名前

は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4393 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年 10 月下旬ごろから 61 年９月下旬ごろまで 

    私は、Ｂ町にあったＡ社に昭和 60 年 10 月下旬ごろから 61 年９月下

旬ごろまで営業職として勤務していた。社会保険庁（当時）の記録を見

ると、その全部の期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落している。当

時の募集広告を提出するので、この期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社の所在地や勤務内容などを記憶しており、同社の履歴事

項全部証明書の記載内容とも一致することから、期間は特定できないもの

の、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人が記憶する同僚のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記

録は確認できない上、同僚から名前の挙がったほかの同僚２名についても

同社に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

   また、Ａ社において昭和 60 年 10 月ごろから１年ほど勤務していたとす

る同僚は、「Ａ社の従業員は皆、厚生年金保険には加入していると思って

いたが、私の記録は実際には１か月しかなく驚いている。」と述べている。 

   さらに、Ａ社の履歴事項全部証明書に記載されている事業主に照会を行

ったが、回答が得られず、同社において社会保険の事務を担当していたと

される同僚は連絡先が不明のため、申立人の厚生年金保険料の控除に係る

証言を得ることができない。 

   加えて、Ａ社に係る厚生年金保険事業所別被保険者名簿には申立人の名

前は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4394 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年５月 21 日から同年８月 21 日まで 

    ねんきん特別便の記録によると、Ａ社（現在は、Ｂ社）が管理するＣ

市のＤ所でＥ職として勤務していた期間のうち、３か月間の厚生年金保

険被保険者記録が漏れている。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社には、平成４年８月 20 日まで勤務していたと述べてい

る。 

   しかし、雇用保険の記録によると、申立人は、Ａ社を平成４年５月 20

日に離職しており、同社における厚生年金保険の加入記録と一致している

上、同日に離職票が交付され、求職者給付等を受給していることが確認で

きる。 

   また、申立人は、住み込みのＥ職であったため、Ａ社の同僚の名前は分

からないとしていることから、同僚の証言を得ることができず、申立人の

申立期間に係る勤務実態を確認することができない。 

   さらに、戸籍の附票により、申立人は、Ｃ市からＦ市に平成４年５月

24 日に転居していることが確認できるところ、申立人は、Ｆ市からＣ市

のＤ所に通勤したことは無いと供述している。 

   加えて、Ｂ社は、申立てどおりの届出をしたか否かについては、不明と

回答しており、厚生年金保険料控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関係資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4395 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年３月 15 日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 32 年５月 31 日から同年 12 月１日まで 

    私は、昭和 31 年３月にＡ社に入社し、32 年５月まで勤務した。しか

し、厚生年金保険の記録では、加入期間が 31 年８月１日から 32 年５月

26 日までしかない。また、同社退社後すぐにＢ社へ入社したが、厚生

年金保険の加入記録は同年 12 月１日からしかないのはおかしいので調

べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の所持する履歴書の写し及び複数の同僚の

証言から、申立人が当該期間において、Ａ社に勤務していたことは推認で

きる。 

   しかし、複数の同僚は、「試用期間は１か月から６か月間程度であっ

た。」と述べているところ、オンライン記録により確認できる当該同僚の

厚生年金保険被保険者資格の取得日は、いずれも記憶する自身の入社時期

の３か月から６か月後であることから、Ａ社では、当時試用期間を設け、

入社日から一定期間経過後に社員を厚生年金保険に加入させていたことが

うかがえる。 

   また、当時の事業主は既に亡くなっており、同僚が名前を挙げた当時の

社会保険担当者も連絡先が不明なため、申立人の当該期間における厚生年

金保険料の控除を確認できない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   申立期間②について、申立人の所持する履歴書の写し及び供述から、申



  

立人が当該期間において、Ｂ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人と同様に厚生年金保険被保険者資格を昭和 32 年 12 月１日に取得したこ

とが確認できる同僚４人について、そのいずれも入社して４か月から８か

月後に被保険者資格を取得していることが確認できることから、同社は当

時、一定期間内に採用した者をまとめて厚生年金保険に加入させていたこ

とが認められる。 

   また、Ｂ社を合併したＣ社は、当時の関係資料は残っていないため、確

認することができないと回答しており、申立人の当該期間における厚生年

金保険の加入手続及び保険料控除を確認できない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4396 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年５月 17 日から 45 年５月７日まで 

             ② 昭和 47 年９月５日から 49 年１月ごろまで 

    私は、昭和 44 年５月 17 日から 49 年１月ごろまで、Ｂ市にあったＡ

社のＣ所に住み込みで働いていた。申立期間について厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 44 年５月 17 日からＢ市にあるＡ

社のＣ所に住み込みで勤務していたと主張している。 

   しかし、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は昭和 45 年５月７

日からであることが確認できる。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、ほぼ申

立期間①において、厚生年金保険の資格を取得し、同資格を喪失している

記録があり、Ｃ所に住み込みで勤務していたと述べている同僚の３名は、

申立人を記憶していないと証言している。 

   さらに、申立期間①及び②を通して夫婦でＣ所の管理人をしていた妻が

「申立人より前から勤務し、申立人が入社してからは、住み込みで申立人

と一緒に働いていた。」と述べている同僚は、Ａ社において昭和 45 年４

月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得しており、申立人の同社にお

ける資格取得日が同年５月７日であることに不自然さは無い。 

   申立期間②について、雇用保険の加入記録から、申立人は当該期間にＡ

社に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、前述の管理人の妻は、「Ａ社から厚生年金保険から国民年金に

加入するように。」と言われ、国民年金の加入手続をしたと証言している



  

ところ、管理人夫婦共に同社の厚生年金保険被保険者資格の喪失日である

昭和 47 年９月５日に国民年金に加入し、保険料を納付していることがオ

ンライン記録で確認できる。 

   また、管理人の妻は、申立人及び前述の同僚についても、Ａ社から同様

の連絡があったと思うと証言している上、申立人及び同僚の同社における

厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 47 年９月５日とされているこ

とが確認できる。 

   さらに、申立人は、Ａ社において厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料が事業主から控除さ

れていた事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4397 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年４月ごろから 33 年 12 月中旬ごろまで 

    夫は、大学卒業後の昭和 30 年４月ごろにＡ社に入社し、同社が営業

停止となる 33 年 12 月中旬ごろまで勤務していたが、当該期間の厚生年

金保険被保険者記録が無い。調査の上、当該期間を被保険者期間として

認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、申立期間において申立人がＡ社に勤務していたと述べて

いる。 

   しかし、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所ではなく、また、申立人の妻

は同社の所在地並びに事業主及び同僚の氏名を記憶しておらず、同社の存

在を特定できないことから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できない。 

   また、Ａ社と名称が類似するＢ社及び同社の本社であるＣ社を調査した

ところ、両社は解散している上、元事業主も既に死亡していることから、

申立人の勤務実態を確認できない。 

   さらに、申立期間においてＢ社又はＣ社に係る厚生年金保険被保険者記

録が確認できる 17 名に照会をしたところ、回答があった 11 名は、いずれ

も申立人を記憶していないとしている。 

   加えて、申立期間において、Ｂ社及びＣ社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番は

無い。 



  

   このほか、申立人は、申立人に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を保持しておら

ず、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除をうか

がえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4398 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年１月１日から 28 年 11 月１日まで 

    私は、昭和 25 年 10 月１日から 29 年９月 23 日まで駐留軍の施設でＣ

職として勤務していたが、27 年１月１日から 28 年 10 月 31 日までの期

間の厚生年金保険被保険者記録が無い。給与明細書等は残っていないが、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が名前を挙げている同僚の証言から、申立人が申立期間において

駐留軍関係の仕事に従事していたことが推認できる。 

   しかし、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により申立

人に係る昭和 26 年９月１日から 27 年９月１日までの被保険者記録が確認

できるものの、同事業所は当該期間において健康保険のみの加入を選択し

た任意包括適用事業所であったことが確認でき、厚生年金保険の適用事業

所ではなかったことが確認できる。 

   また、Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により申立人

に係る昭和 27 年９月１日から 29 年９月 23 日までの被保険者記録が確認

できるものの、同事業所は 27 年９月１日から 28 年 11 月１日までの期間

において健康保険のみの加入を選択した任意包括適用事業所であったこと

が確認できる。 

   さらに、上記の被保険者名簿により、申立人が厚生年金保険の被保険者

資格を取得したのは、Ｂ事業所が厚生年金保険の適用事業所になった昭和

28 年 11 月１日であることが確認でき、オンライン記録と一致する上、申

立人が名を挙げているＡ事業所及びＢ事業所に勤務していた同僚も申立期

間において被保険者になっていないことが確認できる。 



  

   加えて、Ａ事業所及びＢ事業所共に既に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、事業主も連絡先が不明なため、厚生年金保険料の控除につ

いて確認できない。 

   このほか、申立人は、申立期間における厚生年金保険料の控除が確認で

きる給与明細書等の資料を所持していない上、申立人の申立期間における

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4399 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 12 月 29 日から３年１月１日まで 

    Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録では、平成２年 12 月 28 日

の退職となっているが、同年 12 月末日で退職した。３年１月１日が厚

生年金保険の被保険者資格喪失日となるべきであり、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成２年 12 月末日付けをもってＡ社を退職したと主張して

いるが、雇用保険の加入記録によれば、申立人の離職日は同年 12 月 28 日

となっていることが確認できる。 

   また、Ａ社が加入していたＢ企業年金基金から、「申立人の厚生年金保

険資格喪失日は平成２年 12 月 29 日である。」との回答があり、オンライ

ン記録と一致している。 

   さらに、Ｂ企業年金基金が保管する申立人が退職時に提出した厚生年金

基金一時金裁定請求書（写し）の資格喪失年月日は、平成２年 12 月 29 日

となっていることが確認できる。なお、同欄には「退職のときは退職日の

翌日を記入して下さい」と注意書きされている。 

   加えて、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を控除されていたことを

確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4400 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 10 月 22 日から 45 年６月 16 日まで 

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社に勤務していた厚生

年金保険の被保険者であった期間について、昭和 45 年８月 20 日に脱退

手当金が支給されていることを知った。 

    しかし、脱退手当金を受給した記憶も無いので、申立期間について厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当

金の支給を示す「脱」の表示が確認できるとともに、支給額に計算上の誤

りは無く、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失後、約２か

月後に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

当該期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4401 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年 10 月ごろから 20 年８月ごろまで 

    私は、昭和 19 年 10 月ごろに妹と一緒にＡ社Ｂ工場に入社し、20 年

８月ごろ退社した。同社に勤務していた期間が厚生年金保険の被保険者

となっていないので当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人と一緒にＡ社Ｂ工場に勤務していたとする申立人の妹の証言から、

申立人が申立期間において同社Ｂ工場に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、一緒に勤務していたとする妹も、申立期間においてＡ社Ｂ工場

に係る被保険者記録は確認できない。 

   また、申立人は自身の妹のほかに、同僚の名字しか記憶しておらず、同

僚に照会が行えず当時の状況が確認できない上、Ａ社Ｂ工場で申立人が入

社したとする日に厚生年金保険被保険者資格を取得している同僚に照会し

たが、申立人の保険料控除についての証言は得られなかった。 

   さらに、事業主は、当時の資料が無く不明としており、申立人に係る厚

生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4402 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14 年６月 24 日から同年 11 月 21 日まで 

    私は、Ａ社に平成 14 年６月 24 日から同年 11 月 20 日まで勤務してい

た。厚生年金保険の被保険者記録では、その全部の期間の厚生年金保険

被保険者記録が欠落していた。確かに勤務していたので、この期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたこと

が確認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないことが確認できる。 

   また、同僚は、「会社が社会保険に加入していなかったため、同僚数名

で、会社に対して加入してほしいと申し出たことがある。結局受け入れて

はもらえなかった。」と証言している。 

   さらに、同僚は、「Ａ社では、厚生年金保険料を控除されていなかった

と思う。入社時に国民年金及び国民健康保険に加入するよう説明を受け

た。」と述べている。 

   加えて、Ａ社に勤務していたとされる同僚数名には、申立期間において、

同社に係る厚生年金保険の被保険者としての記録は無い。 

   また、Ａ社の履歴事項全部証明書に記載されている事業主及び役員に照

会を行ったが、所在不明のため申立人の厚生年金保険料の控除に係る証言

を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4403 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月ごろから 42 年１月ごろまで 

    私は、Ｂ県のＣ中学校から集団就職でＡ社に入社し、Ｄ業務を行って

いた。同社に勤務していた昭和 37 年４月ごろから 42 年１月ごろまでの

期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落している。申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の事業主の証言から、期間は特定できないものの、申立人が同社に

勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所であったとする記録は無い。 

   また、事業主は、Ａ社は社会保険には一切加入しておらず、従業員の給

料から保険料は控除していないと回答している。 

   さらに、事業主及びＡ社の取締役である事業主の妻は、申立期間におい

て国民年金に加入し、国民年金保険料は納付済みとなっていることが記録

上確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4404 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年３月 28 日から 34 年３月 13 日まで 

    私は、平成 16 年４月に社会保険事務所(当時)で年金受給の手続をし

た際、Ａ社に勤務していた昭和 32 年３月 28 日から 34 年３月 13 日まで

の厚生年金保険被保険者期間は脱退手当金を支給済みであると言われた

が、脱退手当金も退職金も受け取っていない。結婚後、両親から何度も

厚生年金保険からのお金は受け取ってはいけないと言われていたことも

あり、脱退手当金は絶対に受け取っていないので記録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間を支給期間とした脱退手当金の月数

に誤りは無く、Ａ社に係る厚生年金保険資格喪失日から約３か月後の昭和

34 年６月 18 日に支給決定されており、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

   また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されて

いるページ及び前後２ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生

年金保険被保険者資格喪失日（昭和 34 年３月 13 日）の前後２年以内に資

格を喪失し、脱退手当金の支給記録が確認できる者は申立人を含め 11 名

おり、そのうち 10 名が当該事業所の資格喪失日から約３か月以内に支給

されている上、複数の同僚は、「会社が一括して脱退手当金の事務手続を

した。」と証言しているなど、申立期間の脱退手当金の支給時期が通算年

金制度創設前であったことなどを勘案すると、申立人についてもその委任

に基づき事業主による代理請求が行われた可能性が高いものと考えられる。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4405 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年９月 20 日から 45 年２月１日まで 

    私は、昭和 43 年９月 20 日から 45 年１月 31 日までＡ社に勤務してい

たが、私の年金記録を確認したところ、厚生年金保険被保険者としての

記録が無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言及び申立人の供述内容から判断すると、申立人が申立期間に

おいてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は厚生年金保険の適用事

業所となっていない。 

   また、Ａ社が社名変更し、Ｂ社として厚生年金保険の新規適用事業所と

なった昭和 45 年２月１日において被保険者資格を取得した複数の同僚は、

「45 年２月１日より前の期間については、Ａ社は厚生年金保険の適用事

業所になっていなかった。当該期間については、厚生年金保険料を控除さ

れることはなかった。」と述べている。 

   さらに、Ａ社の同僚が保管している昭和 44 年２月から同年 10 月までの

給与明細書によると、この期間には厚生年金保険料が控除されていないこ

とが確認できる。 

   加えて、Ｂ社は既に解散しており、申立人の厚生年金保険料の控除に係

る関連資料を得ることができない。 

   このほかに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4406（事案 1297 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年４月１日から 38 年３月１日まで 

             ② 昭和 38 年３月８日から同年７月１日まで 

             ③ 昭和 38 年７月１日から 39 年５月１日まで 

             ④ 昭和 39 年５月 21 日から 41 年９月 21 日まで 

    前回、第三者委員会に、昭和 39 年５月１日にＡ社を離職した後、そ

れ以前の期間については脱退手当金を受給したが、Ｂ社に勤務していた

同年５月 21 日から 41 年９月 21 日までの期間については受給していな

いとして年金記録確認の申立てをしたが、脱退手当金を受給していない

ものと認めることはできないとの結論であった。 

    しかしながら、前回はＡ社の離職事由が解雇であったため、同社から

支給された手当等を脱退手当金と誤って記憶してしまい、Ｂ社に係る厚

生年金保険被保険者期間のみ申立てをしたが、実際は、Ａ社を離職した

後もそのまま厚生年金保険の被保険者であった。 

    申立期間について、脱退手当金を受給した記憶は無いので、当該期間

について再度調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間④に係る申立てについては、申立期間の厚生年金保険被保険者

記号番号は同一の番号で管理されており、申立期間後に厚生年金保険被保

険者となったＣ社では、別番号で厚生年金保険被保険者となっていること

を踏まえると、この間に脱退手当金を受給したため、番号が異なっている

ものと考えるのが自然であり、加えて、申立人のＢ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を示す「脱」の表示が確認

できるとともに、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金



  

保険被保険者資格を喪失後、約５か月後に支給決定されているなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえないとして、既に当委員会の決定に基づ

く平成 21 年９月 14 日付け年金記録の訂正は必要でないとの通知が行われ

ている。 

   申立人は、申立期間①から③までを新たに申し立てているが、当該期間

は前回の申立てに係る脱退手当金の支給対象期間に含まれており、当該期

間を併せた期間について、調査及び審議を行っている。 

   また、今回、申立人からは、新たな資料等の提出は無く、聴取しても

「脱退手当金を受給した記憶が無い。」という従来の主張を繰り返してい

るが、これは当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほ

かに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人は、当該期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4407 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月１日から 38 年９月１日まで 

    私は、Ｂ社に勤務していたが、同社の共同経営者であるＣ氏が昭和

37 年３月１日にＡ社として独立し、それと同時に私も同社に転社した。

しかしながら、厚生年金保険の記録では、同年３月１日から 38 年９月

１日までの被保険者記録が欠落しているので、申立期間を被保険者期間

として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言から、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことは

推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 38 年９月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所となって

いないことが確認できる。 

   また、同僚は、「私は、昭和 36 年 10 月 23 日にＢ社の関係会社である

Ａ社に入社したが、同社での厚生年金保険被保険者記録は 38 年９月１日

となっており、入社日と資格取得日が相違する。しかし、同社は会社を設

立したばかりで、会社が厚生年金保険に加入していなければ仕方がないと

思う。」と述べている。 

   さらに、Ａ社の代表取締役から「申立期間当時は、会社を設立したばか

りで適用事業所となっておらず、厚生年金保険料は控除していなかったと

思う。」との回答を得ている。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4408 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 11 年３月ごろから 12 年４月ごろまで 

             ② 平成 14 年４月ごろから同年 10 月ごろまで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）の派遣社員として、平成 11 年３月ごろ

から 12 年４月ごろまで派遣先のＣ社（現在は、Ｄ社）で、Ｅ社（現在

は、Ｂ社）の派遣社員として、14 年４月ごろから同年 10 月ごろまで派

遣先のＦ事業所（現在は、Ｇ事務所）に勤務していた。しかし、社会保

険庁（当時）の記録によると、申立期間①及び②については厚生年金保

険の被保険者となっていない。契約期間が長期であるため、厚生年金保

険料を控除されていたと思われるので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の保管する賃金台帳から、申立人は、平成 11 年３月８日から 12 年

４月 30 日までの期間はＡ社に、14 年４月２日から同年 10 月 31 日までの

期間はＥ社に勤務していたことは確認できる。 

   しかし、Ｂ社の事業主は、「賃金台帳では、申立期間①及び②について、

申立人は、厚生年金保険料が給与から控除されていないので、社会保険事

務所（当時）に対して申立人の申立てどおりの届出（資格の得喪）及び保

険料の納付は行っていない。」と回答している。 

   また、Ｂ社が保管する賃金台帳では、同社の回答どおり、申立人は申立

期間において厚生年金保険料を控除されていないことが確認できる。 

   さらに、Ｂ社は、「当社の厚生年金保険の被保険者は延べ 27 万名ほど

いるので、全員の厚生年金保険の加入については調査できないが、申立期

間①及び②当時は、厚生年金保険に加入させる社員は多くなかった。」と

述べているところ、オンライン記録に記載されている 1,000 名の資格取得



  

日を調査したが、平成 15 年３月 31 日までに被保険者資格を取得した者は、

延べ 186 名であったことが確認できる。 

   このほか、申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書、源泉徴収票

等の資料を所持しておらず、申立人の当該期間における保険料の控除をう

かがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。

 


